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中央社会保険医療協議会 基本問題小委員会座席表

口時 :平成21年 11月 11日 (水)9:00～ 12:00
会場 :全国都市会館 第1会議室 (3階 )
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中央社会保険医療協議会 診療報酬基本問題小委員会 (第 146回 )

議事次第

平成 21年 11月 11日 (水 )

於 全国都市会館
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〇 認知症対策についで
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認知症対策について

第 1 認知症医療の提供体制について         ,
人口の高齢化等に伴い増え続けている認知症について、医療から介

護への切れ目のないサー ビスを提供するため、認知症疾患医療センタ
L及 び地域包括支援センタニ等を介 したネッ トワーク (相 談・支援体

制)の整備が進められている (参考資料 Pl～ 3)。

第 2 現状と課題

1 わが国における認知症の患者数は、増加 し続けている (参 考資料

P4,5)。

2 認知症の症状には、物忘れや判断力の低下等の、1図機能の低下を

直接示す症状である「中核症状」と、徘徊や暴力等の、中核症状に

伴つて現れる精神・行動面の症状である「周辺症状」がある (参 考

資料 P6,7)。

3.認知症疾患の患者は、患者調査では、約 32万 人 (外 来 :約 24万

人、入院 :約 8万人)と なつている。一方で、介護保険による推計

値では、約 169万 人 (居宅 :約 83万人、入所 86万 人)が、自立度
Ⅱ以上め認知症高齢者となつており、医療保険のみではなく、介護

保険の対象となる患者も多くいる (参 考資料 P8)。

また、特に、早期の鑑別診断、周辺症状の治療や急性期の身体合

併症への対応等については、医療の提供が必要となる (参 考資料 P9)。

4 認知症疾患の入院患者では、 1年 を超える長期の入院となる患者
も増加してきている (参考資料 P10)。 また、精神・行動面の症状が

特に著しい重度の認知症患者を治療することを目的とした病棟であ

る認知症疾患治療病棟 (現在の認知症病棟)に おいても、他の精神

病棟と比べ、退院が困難な傾向がある (参考資料 Pll)。

5 90日 を超えて認知症病棟に入院する患者のうち約 5割弱が退院可

能とされているが、これらの患者が退院に結び付かない理由として、
「転院・入所順番待ち」が約 54%と 最も多くなっている (参 考資料
P12)。

また、認知症による入院患者の 6割強について、ADLへの濃厚な

支援が必要とされている (参考資料P13)。

6 地域での認知症の診療に携わる医師のため、「認知症サポー ト医研

修」や「かかりつけ医認知症対応力向上研修」が実施されている (参

考資料 P14)。

7 今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会では、認知症

の有病率等について、平成 22年度までのものとして現在調査が行わ

れてお り、その結果等に基づき、精神病床 (認知症病棟等)や介護

保険施設等の入院・入所機能のあり方とその必要豊等や、介護保険

施設等の生活の場の更なる確保と介護保険サービスの機能の充実に
ついて検討を行い、適切な目標値を定めることとされている (参 考

資料 P15)。

第 3 現行の診療報酬上の評価の概要

1 入院医療の評価

(1)精神・行動面の症状が特に著 しい重度の認矢口症患者を治療する

ことを目的とした病棟として、精神病棟において認知症病棟入院

料を設けている。

改定前 平成 20年 度改定後 i軸
A314 老人性認知症疾患治療病棟入院料

(1日 につき)

【老人性認知症疾患治療病棟入院料 1】

(1日 につき)

イ 90日 以内の期間   1,300点
口 91日 以上の期間   1,190点

【老人性認知症疾患治療病棟入院料 2】

(1日 につき)

イ 90日 以内の期間   1,060点
口 91日 以上の期間   1,030点

A314 認知症病棟入院料 (1日 につき)

【認知症病棟入院料 1】

(1日 につき)

イ 90日 以内の期間   1,330点
口 91日 以上の期間   1,180点

【認知症病棟入院料 2】

(1日 につき)

イ 90日 以内の期間   11070点
口 91日 以上の期間   1,020点 :



【算定状況】

平成 19年 平成 20年

実施件数 実施回数 実施件数 実施回数

老人性認知症疾患治療病棟入院料1(90日 以内)

平成20年 ～ 認知症病棟入院料 1(90日 以内)

2,862 49)567 5,424 130,172

老人性認知症疾患治療病棟入院料1(91日 以上)

平成20年 ～ 認知症病棟入院料 1(91日 以上)

20,183 566,345 18,324 524,843

老人性認知症疾患治療病棟入院料 2(90日 以内)

平成20年 ～ 記知症病棟入院料 2(90日 以内)

776 11,894 15,037

老人性認知症疾患治療病棟入院料 2(91日 以上)

平成20年 ～ 認知症病棟入院料 2(91日 以上)

4,023 1181674 3,233 95,516

2 外来医療の評価

かか りつけ医が認知症の疑われる患者を早期に発見 し、

機関に紹介 した場合を1評 価するため、診療情報提供料 (I

を設けている。

B009 診療情報提供料 (1) 250点
注 9 認知症患者紹介加算 (1回 につき)100点

【算定件数】

算E44数

診療情報提供料 (1) 認知症患者紹介加算 200

第4 論点

1 認知症に係る入院では、条件が整えば退院可能な患者が多くいる

が、適切に介護保険と連携し、認知症にかかるネットワーク (相 談・

支援体制)の整備を進めて行 くために、診療報酬上、どのような対

応が考えられるか (参 考資料 Pl～ 3,P9～ 13)。

2 療養病棟においては医療区分や ADL区分に応 じた評価が行われて

いるが、精神療養病棟では、患者の病態像によらず一定の評価とな

つている。認知症による入院患者については、ADLへ の濃厚な支援

が必要 との指摘もあるが、診療報酬上、どのような対応が考えられ

るか (参考資料 P8,P16,17)。

3 認知症に係る外来医療について、専門医療機関と地域のかかりつ

け医が連携 して医療を提供 していくため、診療報酬上、どのような

対応が考えられるか (参 考資料 Pl～ 3,P14)。

専門医療

)の加算

(2)ま た、認知症病棟以外では、精神療養病棟又は療養病棟に、主
に入院 していると考えられる。
A312 精神療養病棟入院料    1,090点
A101療 養病棟入院基本料 (1日 につき)

1入院基本料 Al,709点
2入 院基本料 Bl,320点

3入 院基本料 Cl,198点
4入 院基本料 D885点
5入 院基本料 E750点

【算定状況】平成 20年 6月 審査分

算定件数 算定回数

精神療養病棟入院料 84,124 2,442,088

療養病棟入院基本料 A 3,068 60,227

療養病棟入院基本料 B 9,863 261,015

療養病棟入院基本料 C 2,923 59,731

療養病棟入院基本料 D 2,100 49,678

療養病棟入院基本料 E 4,177 86,140

療養病床入院患者 における認知症の状況

療養病床入院患者に占める害J合

アルツハイマー病 (ア ルツハイマー型認知症 ) 6.0%

アルツハイマー病以外の認知症 14.616

出典)平成 20年 度慢性期入院医療の包括評価に関する調査 (厚 生労働省保険局医療課)
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認知症の医療日介護体制

必要な支援

・早期の鑑別診断・確定診
断、療養方針の決定。見
直し

・BPSD(認知症の行動・心
理症状)に対する介餞的
支援・医療の提供

・身体疾患に対する医療
の提供

・かかりつけ医による認知
症に対する外来医療

【今後の精神保健医療福祉のあり方等に
関する検討会報告書 H21.9.24】

機能の強化     理

参考資料

認知症
般

療
一
医

珈難・専門医療機関の機能の重点化
・認知症疾患医療センターの機
能の拡充・整備、
→認知症病棟等の体制の充実
→身体合併症に対応する機能
の確保

・精神科病院における、身体合併
症への―定の対応

・―般病床及び療養病床の認知
症対応力の強化

・認知症に対応した外来医療
・介護保険施設等における施設に
おける適切な医療

・ADLの低下やlADLの著             ・介醸保険施設等の適切な環境を

介晨  し1低下に対する介農島             確保した生活の場の更なる確保
支援の提供                   。介饉保険サービスの機能の充実

医療から介護への切れ日のないサービスを提供
認知症疾患医療センターの「遭携担当者」と地域包括支援センターの「認知症遭携担当者」が連携し、切れ日のない医療と介
菫のサービスを提供するとともに、地域ケアに対する専門的な支援を実施

関係機関とのネットワーク(相談・支援体制)

(凛知症疾患目薇センターの設置市壌)

・専門医療へのつなぎ
・情報提供0認知症専門■晨の提供

・饉用静断
・周辺壺状の急性期対応
'身体合併壺対応
。かかりつけ目との薔綺

Ⅱ J`lIP山

撮昴

`介臓認定相談
=介饉へのつなざ
・情報提供〈定期的(毎遍))

【彙務内書】
・ 認知饉僕患E晨センターとの相饉・遭烙
・ 権利擁臓の専門家■との相線・遭絡
。他の地域包情支援センターヘの専目的な躍知

症ケア相談、定期的な巡口相鎮、具体的な援助
等

市内の他の地域包括支援センター

.認
知症の医療体制 (イメージ)



認知症外来患者数の年次推移 知症の中核症状と周辺症状

対応

・…部の患者に、経過
中にみられることが
ある

・出現する症状やその
重症度は様々

一徴一特

・薬物投与等の精神科
治療技術や、手厚い
マンパワーを要する

・適切な治療により、多
くは1～ 3ケ月で改善
可能

・すべての患者で病期
を通じてみられる .

0徐々に進行し、改善
は見込めない

・ドネペジル(アリセプ
ト)投与により、進行
の運延が図られる

査調
Ｈ‐７
緒【出典】

精神病床における認知症疾患入院患者数の年次推移

(千人)  ■血管性及む詳細不明の認知症  ロアルツハイマー病

BPSD:
(Behavioral

認

翻
知症の行動・心理症状
PsychologicalSymptoms of Dementia)

翻知症の症状には、物忘れや判断力の低下等、脳機能の低下を直接示す症状である「中核
症状」と、「中核症状」に伴つて現れる精神・行動面の症状である「周辺症状」に分けられる。
「BPSD」 は「周辺症状」とほぼ重なる概念である。   `

【心理症状】
0抑うつ
。不安
0幻覚
0妄想

・ 睡眠障害

【行動症状】
0暴力
0暴言
0徘徊
。拒絶
0不潔行為  等

平成17年

【出典】患者調査 5

行動障害 精神症状
徘徊   幻覚
失禁   妄想

自傷・他書  作話

感情障害 意欲の障害
うつ   意欲低下
不安   意欲克進

3.7万人



鸞権轟韓寝準
にしたもの)

認知
介護

自立度工以上の日知症高齢者

169万人

医療
血管性目知症

及び群‖不明の痴果
アルツハイマー病

32万人
〈平成17年轟者田査)

症疾患患者の所在

認知症疾患の入院患者の推移(入院期間に着目して)

(※血管性及び原因不明の認知症、アルツハイマー病の合計)

居宅 約49%
く約83万人)

介饉施設 約32%

※医療施設 (医療型療螢痛床、介演型療饉病床、一般病床、精神病床)、 居宅と外来は介口と医療で重複がある。
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認知症疾患専門病棟入院患者の残存曲線

4月 日   3月 日   ●月ロ

ス詢からの川

“

7月 日   3月 日   0月 日   10月 日  11月 日

資料 :平成16年 精神・障害保健課詢  11

回1年未満   □1年以上5年未満   □5年以上10年未満   固10年以上

【出典】患者調査

認知症の経過と医療の必要性

‖ 月 1月 日   2月 日 3月 日



認知症病棟に入院中の患者の退院可能性に関する調査

調査対象:民間の精神科病院 199施設において、
91日 以上認知症病棟に入院している患者
(有効回答数1829名 )

退院可能性ありの患者が

退院に結び付かない理由

(n=834)

厚生労働科学特別研究事菫『露知庄の実菫IE橿に向けた●嗜立窯及び予口的研究J研究代壼者 朝日隆 分担研究者 松環二郎

症状性を含む器質性精神障害(主に認知症)による
精神病床入院患者の退院可能性と要因

蹴 竃催島署翼占  蹴の議性がれ哺剖こ押する」

認知症地域医療支援事業

○事業内容           ..
(1)認知症サポート医養成研修事業

・認知症にかかる地域医療体制構築の中核的な

役割を担う「認知症サポート医」の養成

※実施主体は都道府県及び指定都市。

国立長寿医療センターに委託して実施.

平成17‐20年度で871名 のサポート医を養成
.(2)か

かりつけ医認知症対応力向上研修事業

・認知症サポート医が都道府県医師会等と連携し
て地域のかかりつけ医に対し、認知症に関する
知識・技術や、本人や家族支援のための地域
資源との連携等について研修を行う。
※実施主体は都道府県及び指定都市

平成18年度 6,927人 、平成19年度 7,072人 が研修を修7

条件雄
えなくても
近い将来

可能
2.0%

退院の可能性がない患者における主な理由

セルフケア能力の問題 50.7%

迷惑行為を起こす可能性 10,0%

菫度の陽性症状(幻覚・妄想) 5.6%

他害行為の危険性 4,3%

治療・服薬べの心理的抵抗 1.5%

自傷行為。自殺企図の危険性 1.0%

重度の多飲水・水中毒 0.7%

アルコ甲ル・薬物・有機溶剤等の乱用 0。4%

その他 25.8%

〈有効回書数■057人 )

ヽ

ｌ

ｔ

ｒ

ｌ

リ

13

「縮神綱床の■用状況に関する■査」より〈平成19年度厚労科研「精神医療の質的実饉把握と最適化に関する総合研究」分担研究)

■転院・入所順番待ち

■転院・入所依頼しても受
け付けられない

医療行為あるため転院・
入所を断られる

要介護度が低いため転
院・入所できない

地域内でサービスが少
なく適所がない

家族 (または本人)の了
解が得られない

その他

‖ⅢI酬

これらの目標により、精神病床35。1万床(H19.10)につ
いて、納7万虔相当0職心力tイロ准される

く目標値に基づく各都道府県の基準病床数の合計>
平成21年現在 :31.3万 床 平成27年 (試算):23.2万床



療養病床における医療区分
対象となる患者 診療報酬

11医 ,

1療

1雰 |

‐13

【疾患・状態】                ′

・スモン ・医師及び看護職員により、常時、監視・管理を実施している状態

【医療処置】
。中心静脈栄養 ・24時間持続点滴 ,人工呼吸器使用 ・ドレーン法、胸腹腔洗浄
・気管切開:気管内挿管が行われており、かつ発熱を伴う場合
,酸素療法 ・隔離室における感染症の管理

1709点

医
療
区
分
２

…

…

盛

鳳

【疾患=状態】
・筋ジストロフィー  ・多発性硬化症  。筋姜縮性側索硬化症

|ゴ五:酪1雲義層Lご議黎絆F難籠編こ製需換患COPD
・疼痛コントロールが必要な感性腫瘍 ・肺炎 ・尿路感染症
・傷病等によリリハビリテーションが必要(発症から30日 以内)

・発熱を伴う脱水  ・発熱を伴う頻回の嘔吐  ,反復継続する体内からの出血
・補療 ・末梢循環障害による下肢末端の開放創
・せん妄  。うつ症状  ,曇行が毎日みられる状態

【医療処置】      、
・透析 。発熱又は嘔吐を伴う場合の経腸栄養  。1日 8回以上の喀痰吸引
・気管切開、気管内挿管が行われている ・頻回の血精チェック
・割傷、皮膚潰瘍等に対する治療

1198～

1320点

碁品 医療区分2・ 3に腋当しない者
750-
385Jt

ADL区分

項目     1支 援のレベル
ベッド上の可動性
移乗     |
食事     |
トイレの使用  1
(合計点)  |

の手の届く範囲に

できる.四肢の動きを助けるなどの

動作の大部分(50%以上
るが、体重を支える援助(たと

ば、四肢や体幹の重みを支える)

日間すべての

面援助した(および本動作は一度も

11～ 22

23～ 24



入院料について①

第1 入院医療の提供体制と評価について

1 日本の医師数は OECD諸国と比較すると少ないが、看護師数、薬剤師

数は人口あたりで中位から上位に位置する。病床数は人口 1000人 あたり

14,2床 と突出して多く、医療従事者が薄い配置となつている。その結果と

して、平均在院日数が急性期においても 19.2日 と、突出して長くなつてい

る。(参 考資料 P2-14)     
｀

2高 齢化が進み、今後医療の需要は増加することが見込まれる。看護職

員数 は増加 しているが、新卒就業者数 は減少 している。(参 考資料

P15-19)

3病 院の入院病床については、医療法上、精神病床、感染症病床、結核

病床、療養病床、一般病床に区分されている。診療報酬においては、医

療法上の区分に加え、それぞれの病棟において提供される医療機能を評

価するため、26の 区分を設定している。(基 本料 7、 特定入院料 19)(参 考

資料 P20,21)                        ・

4入 院料は、以前は室料、看護料、入院時医学管理料から構成されてい

た。平成 12年度診療報酬改定において、入院の際に行われる基本的な

医学管理、看護、療養環境の提供を含む一連の費用を評価した現行の

体系となつた。(参 考資料 P22-25)

5入院基本料は病棟の種別、看護配置、平均在院日数年により区分され

た 1日 当たりの点数で規定される。特定入院料は特定の機能を有する病

棟又は病床における特定の患者への療養の提供を評価しており、それぞ

れに必要な職種の配置を評価した包括の点数である。(参 考資料 2)

第2課 題

1今 後の我が国の医療提供体制において、急性期、亜急性期、慢性期の

区分のそれぞれについて、現行診療報酬上想定する入院患者の病態と

入院患者の実態が一致しているか検証が行われている分野もある。

2平均在院日数の短縮化が進む中、急性期の入院医療を提供する体制

としてt現状の平均在院日数、病床数、職員の配置状況が妥当であるか、

議論が続けられてじヽる。

3急 性期の入院医療を経過した患者に対し、病状の安定化を図り、在宅

復帰支援を行う亜急性期の機能の充実が求められている。

4それぞれの病院が担う医療機能に応じた専門分化と、患者が適切な場

所で療養を受けられるための連携が求められている。

第3現行の診療報酬上の評価

1 -般病棟の入院基本料は看護配置、平均在院日数等により5段階で部

価されている。平成 20年度診療報酬改定において、地域の急性期医療

を担う医療機関に対する評価として、10対 1入院基本料を引き上げた。

7対 1入 院基本料について、医師の配置の基準を設け、医師の配置の

基準を満たさない場合に算定する準 7対 1入院基本料を新設した。

A100-般病棟入院基本料 (1日 につき)

届出医療機関数 (上 段 :医療機関数/下段 :病床数 )

平成 19年 平成 20年

一般病棟入院基本料 5,534

715,413

5,437

700,358

平成 20年 改定後

17対 1入 院基本料  1,555点

準 7対 J入 院基本料 1,495点

210対 1入 院基本料 11300点

313対 1入 院基本料 1,092点

415対 1入 院基本料  954点

特別入院基本料   575点

17対 1入 院基本料  1,555点

210対 1入 院基本料 1,269点

013対 1入院基本料 1,092点

415対 1入 院基本料  954点

特別入院基本料   575点



算定状況 (社 会医療診療行為別調査 各年 6月 審査分 )

平成 19年 平成 20年

― ltt病 棟 入

院基本料

2,208,330 2,794,321

458,7615,959,937 5,409,075

135,355 1,612763 1,049,234

1,411,824

139,916

算定状況 (社 会医療診療行別調査 各年 6月 審査分 )

平成 19年

特 定 機 能 病

院 一 般 病 棟

入院基本料

12,355 155,345

135,321rO,117

専門病院入

院基本料

167,771

47,771
高度な医療を提供していること等を考慮し、特定機能病院・専門病院入

院基本料の 14日 以内の期間に係る加算を更に評価した。
3急 性期治療を経過した患者に対して、効率的かつ密度の高い入院医療

を行つた場合について評価するために、亜急性期入院医療管理料2を新

設した。

A104特 定機能病院入院基本料 (1日 につき)

1 -般 病棟の場合

A105専 門病院入院基本料

届出医療機 関数 (上 段 :医 療機関数 /下 段 :病 床数 )

平成 19年 平成 20年

特 定機 能病院 一般 病

棟入院基本料

81

63,779

82

64,523

専門病院入院基本料 20

5,890

20

6,151

平成 20年 改定後

(1)14日 以内の期間の加算  652点 (1)14日 以内の期間の加算 712点

平成 20年 改定後

イ 14日 以内の期間の加算 512点イ 14日 以内の期間の加算  452点

A308-2亜急性期入院医療管理料

算定状況 (社会医療診療行為別調査 各年 6月 審査分 )

届出医療機関数 (上 段 :医 療機関数/下 段 :病 床数 )

平成 19年 平成 20年

亜急 性 期 入 院 基

本料

1 981

11,474

1,017

11,951

一
　

一

45

900

平成 20年 改定後

1亜急性期入院医療管理料 12,050点

平成 19年

15,212亜急性期入院基本料 261,262



第4論 点

1 医療機能の分化の観点から、超急性期、急性期、亜急性期、慢性期を

評価するための診療報酬上の入院料の設定について、どう考えるか。(参

考資料 P20-21、 参考資料 2)

2各 病棟における患者像に合致しない患者の評価、特に、医療の必要度

の低い長期入院者への評価をどう考えるか。(参 考資料 P12113)



入院料①
(参考資料)

医療提供体制の各国比較(2005年 )

病院従事者数(人口千人当たり)(2006年 )

2 4 6 8 tO t2 t4

∞

・
　
　
ｍ”

驀̈”

入院基本料に関する議論について
「

蒜嘉鷹品 IⅢJ
病院従事者数をG7で比較すると、日本は13,4で中位である。

国名
医師数

〈瘤床百床当たり)

医師数
(人口千人当たり)

看餞議員数
(痢床百床当たり)

看饉職員数
〈人口千人当たり)

日本
14.3
(2004)

０

０４

２
．

２。

２

４
●
０

０

０

６

２

9。 0

(2004)

ドイツ 40.3 3.4 115。 1 9.7

フランス 45.6 3.4 100,1 7.7

イギリス 61.6 2.4 232,7 9。 1

アメリカ 7519 2。 4
233.0
(2002)

９

０２

７
．

２。

入院基本料

:                              :

10入院医療における施設。人員等に関する日朦比較について :
iO入院基本料の中に含まれると考えられるものについて   i
L___■ _口 中

“
― ―

“
ロ ー

“
―

“
― ― ― ‐ ―

“
― ‐ I

10入院基本料の種類とその内容について
10精神病棟入院薔本料について

!0病棟における看餞師等の配置の辟価について

入院料①

入院料②

(OECD heath data 2009)



人口あたり臨床医師数の国際比較

臨床医師数を国際比較すると、日本は人口千人当たり2,09人で最下位である。

医師数(人口千本当たり)(2∞6年)

0    0.5     1    15    2    2●     3

人口あたり就業薬剤師数の国際比較

就業薬剤師数 (人口千人当たり){2006年 )

02       0.4       ●6       ●8        ■        1.2

一 ―
―
¬

イタリア

ドイツ

フランス

イギリス

アメリカ合豪目

カナダ

アメリカ台衆ロ

イギリス

ドイツ

５

一

４

”

３

”

２

“

１

“

０

(人口千人当たり)の推移

2004 2000

就彙看餞師数の推移

― イタリア

ー ドイツ

ー フランス

ー イギリス

ー アメリカ含衆目

― カナダ

ー 日本

4

カナダ

アメリカ合衆目

イタリア

イギリス

ドイツ

韓目

タイ

フィンランド

ベルギー

スイス

オランダ

ドイツ

スウェーデン

フランス
・ ポ→ ンド

.オーストラリア

イタリア

オーストリア

イギリス

カナダ

uSA

― アメリカ含衆目

"ト
イギリス

ー ドイツ

→← 日本

一 カナダ

ー フランス

ーい イタリア

60.0    80.0    100.0    4200    140.0    1mo    180.0

世界理学療法士違盟。日本理学療法士協会データ
「世,各国の理学療法士数、男女比、救青、饉床について(2∞3年のデータ)Jぅリ

人口あたり看護職員数の国際比較

就業看護師数は、日本は人口千人当たり9,35人 で中位である。
人口10万人あたり理学療法士の国際比較

(OECD heath data 2009)
198619801990199219941996199820∞ 200220042006



本口あたり急性期病床数の国際比較  |

|        
¬

一
― ― ― ― ― ― ― 一 ― 一 ― 一 一 ― 一 ― ― ― ―

―

― ― ― 一 ― 一 ― 一 ― 一 一
二

―

」

急性期病床数(人 口千人当たり)(2006年 }

0  ■  2  3  4  5  6  7  8
デンマーク

スウエーデン

ノルウエイ

アイスランド

ベルギー

‐ ストラリア

イギリス

ドイツ

フィンランド

カナダ

日本

ドイツ

フランス

イタリア

イギリス

アメリカ含衆ロ

カナダ

注)急性期猜床
'出産、精神以外の治療、けがの治療、手
術の提供、症状級和〈精神科疾患、饉以
外)等を提供する病床.

・精神病床、リハピリテーション病床、療養
病床、緩和ケア病床を除く

(OECD health data 2009)

(人口千人当たり)の推移

39001982"“ 10“

"301"01"219041996"9820m2∞
220042006

→‐日本

― ドイツ

ー フランス

ー イタリア

ー イギリス

ー アメリカ合彙ロ

ー カナダ

2003年データ
日本作業療法士協会現朧者研修会:                   8
世界作業療法士連盟〈WFOT)日 本作彙療法士協会 代表富岡紹手 資料より作成

総綱床数(人 口千人当たり)に 006年 )

0     2     4     6     8     ,0    12

― 日本

‐ ドイツ

¬■‐フランス

ー イタリア

十 イギリス .

― カナダ

ー アメリカ合衆目

病床

平均在院日数

医師(人 )

レジデント

看饉師

看護助手

パラメディカル
(P10T等 )

栄養士

ハウスキーパー

その他

職員/病床

看護師/病床

924

7.79日

289.5

684.2

301.5

8.2

483.1

1.9

0,74(■饉助手を含む〕

329

4.86日

241

インターン96

1146

15

326

5,54

3.48{看餞助手を含む)

367

15.8日

67

9

327

3

.55

3

２

　

・
４

　

，
９

４

　

１

　

０

11

〈厚生労働省保険局医療暉田べ)

人口lo万人あたり作業療法士の国際比較

人口あたり総病床数の国際比較

総病床数は人口千人当たり14床となつており、諸外国と比較して多い。

総痢床数の推移(人口千人当たり)

(OECD hea‖h data 2009)
ヨ言:言 ヨヨ曇彗替ヨヨヨ曇目ロミ員目臀員



1    
平均在院日数の国際比較

    |
平均在院日数(2006年 )

30"2025303540

病床の種類別にみた病院病床数の年次推移

100

100

140

120

1∞

80

00

40

.   20

0

各年:0月 1日 現在

lβ2り ,3床
日ホ

フランス

ドイツ

イギリス

イタリア

アメリカ合飛■

カナダ

日本

ドイツ

イギリス

カナダ

イタリア

アメリカ誡 目

フランス

919234床

351J80床く精わ

343メ∞床〈諫D

:“42床

1007        00        03
昭f002年     平成2      5

2002     
“

   0フ00         00
0        11 17      1014

注:1)「―般病床」は、昭和62年～平成4年は「その他の病床Jであり、平成5年～平成12年はrその他の病床Jのうちr僚姜型鋼床群Jを除
いたものであり、平成13・ 14年は「―般病床」及び「経過的旧その他の病床(経過的旧療養型病床群を除く。)Jである。
2)「療養痢床」は、平成12年までは「療養型病床群」であり、平成13,14年は「療養痛床」及び「経過的旧療姜型病床群」である。

平成10年 (2007)E凛施設

`助

饉)口壺   14

人口推計

く壼麗コ叫

!" :|“  :“ 0 :"0 ,0'0 "'| "10 "(| "" "|| 口
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 0口  eC10 1●lt :lm e● l mo mll l●40 104 1● |
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急性期医療平均在腕日数〔20“年)

O          S          ,0         "

199419951"019971"839"20∞ 2∞1200220032004"“ 20062∞ ア

― 日本

‐●‐フランス

ー ドイツ

・・

「

イギリス
.

― イタリア

ー アメリカ合衆目

― カナダ

― 日本

― ドイツ  .

― イギリス

ー カナダ

ー イタリア

ー アメリカ合彙目

― フランス

(OECD heath data 2009) Gmm薄鋼田
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看護職員就業者数の推移

平  平
成  威
1  1
2    3
年  年

看護師"准看護師学校養成所における新卒就業者数

一 大学

―-3年課程

"大
)

…… 3年課程 (姜威所)

…… 2年醒

“

伏 )

―-2年躁組 姉 )

――蔵■護師

――鴬敗

H9H10 Hll H2 H13 H14 HS H16 H17 H10 H39 H21

第7次看饉職員需綸見通しにmaする検討会 H21.5.22第 1回資料
|

病院の100床当たり看護職員数 看護職員における就業者数の増加 (平成18年 )
(人 )

55.0

50,0

45.0

40.0

35.0

30.0

25,0

20,0

15.0

100

0,0

0.0

-50

平 平 平 平 平 平 平
成 成 威 成 成 成 成
3456789
年 年 年 年 年 年 年

出典:病院報告〈厚生労働省大臣官房続計情報部)
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※1新卒入学者(2年課程の入学者は除く)、 新規資格取得者(2年課程の取得者は除く)、 就業者数、再就業
者数は厚生労働省医政局看餞課調べ

※2離職者等数は,就業者数に第六次看饉職員需給見通しにおける退職者数/供給見通しの5年平均の数
値を彙じたもの

平成17年から平成18年の看饉職員の増加数の実績は約2.5万 人である。

新規資格取得者(2年課程の取得者は除く)は、看餞師約2万9千人、准看餞師約1万6千人の合計であ

第7次書餞凛員需給見通しに関する検討会 H21.5,22 第1回
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新卒入学者 約5万 1千人
潜  在  看
,約  55 万

護  職  員
人(平成14年 )

る。



善ホ診療料は、初静著しくは再鯵の際及び入院の際に行われる基本的な静療行為の費用を一括して評価するもの。

初。再静料

初鰺料(1回につき)                             270点

筆蒼履塁            1:「
本的な惨療行為を含む―遭?費用を評価したもの.簡

再鯵料(1回につき)                           病院 00点
静療所 71点

外来での二回日以降の惨療時に一回毎に算定する点数。基本的な抄療行為を含む一連の費用を
87価したもの。簡単な検壼.処置等の費用が含まれている。

入院薔本料

入院の際に行われる薔本的な医学管理。■臓、療姜環境の提供を含む―遭の費用を17価したもの。
簡単な検壼。処置等の費用を合み.病棟の組別、■饉配置。平均在陵日敷年により区分されている。

例)…餃自線入院菫ホ料(1日 につ書) 7対 1入院善本料            1,666点
10対 1入焼基本料            lβ ∞点
13対1入院基本料            lρ 92点

:1対 1入院基本料            054点
なお、療姜輌床の入院薔ホ料については、その他の入院薔本料の範囲

=加
え、検壺.教熱、注射及び

簡単な処置中の費用が含まれている.

入院薔本料等加算

人員の配置、特殊な鰺療の体|1等,医療機関の機能等に応じて―日毎又は―入院毎に算定する点敷.

例)入腕時医学管理加諄(1日につき)                      120点
(急性期医療を提供する体制及び勤務目の負担軽減に対する体制をlT価 )

静療録管理体制加算(1入院につき)                      30点
(静療記録管理者の日置その他の

"僚

録管理体制を評価)

特定入院料

集中治療、回復期リハピリテーション、亜急性期入焼医療等の特定の機能を有する病棟又は輌床に入
院した場合に算定する点数。入腕薔本料の範囲に加え、検査、投薬、注射、処置等の費用が含まれてい
る。

例)薇命救急入隣料2(1日 につき)(3日 以内の場合)                11,200点
〈救命救急センターでの菫演な救急患者に対する静療を椰個)

基本診療料について
人院基不料の計lmの 変造

入院時医学管理料

医学的管理に関する費用

看護料 1
看護師等の数に応じた評価

室料、入院環境料
‐ 1療養環境の提供の評価

1‐  11 il l :    |

平成11年度以前 平成12年度以降  22

入院料の評価の変通

昭和58年
(甲 表)

平成10年

院の機能に応じた分類 (イメージ)

介
護
療
養
病
床
　
麟ｏ，７３０く

菫料の加算であつた善準藤具設備加算を包括

平成12年 入院環境料、静暑餞料、入院時医学管理
料を統合'簡素化し、入院薔本料として評価

平成12年



|

入院サービスの評価の変遷

H12室料、新看1壼 、基準署護、入院医療管理料を入院基本料として統合→現行の入院基本料の体系ヘ

濾 吊与撃里〕鼈 乳    療醜 粕 晴 殊朗 入雌 療制 粕 い 克入院
医療管理料」「短期滞在手術基本料」の新設

H14入院診療計画と院内感染防止対策を全入院料へ拡大、新たに医療安全対策と褥療対策も基準化。
一般病棟入院基本料1,2の平均在院日数の短縮
小児入院医療管理料に看護配置の高い2区分を追加

精神科救急入院料の新設

H15特定集中治療菫管理料における患者■症度に応じた1平価の導入

H16褥痣対策未実施減算を廃上し、新たに加算として評価した。
「ハイケアユニット入院医療管理料」「亜急性期入院医療管理料」の新設

H18「実質看護配置Jの 導入、「夜間勤務等看餞配置加算」の廃止.

7対 1入 院基本料の新般

慢性期入院医療に医療区分・ADL区分に基づく患者分類を導入
「脳卒中ケアユニット入院管理料」の新設

H207対 1入 院基本料に①看護必要度及び②医師配置の基準の導入、10対 1入院基本料の引き上げ

障害者施設等入院基本料に7対 1入院基本料を新設
短期滞在手術基本料3の新設
小児入院医療管理料に更なる高い区分を新設
回復期リハビリテーション病棟に質の評価の導入
亜急性期入院医療管理料2の 倉1設

25
特殊疾患療養病棟の対象患者の見直し

家族による付き添い看護や、炊事用具の持ち込み等

S33基準入院サービスの創設

入院サービスの一定の基準を設け、入院料に一定額の加算を認める仕組み

S632対 1看護の新設…・平均在院日数を要件とし、病棟を単位とする承認

老人の心身の特性に着日した老人看饉料の新設 (特例日午可老人病院の人員体制の評価及び長期入院におIす る
通滅制の導入)

入院日数の期間区分の導入(入院早期を重点的に評価)

H4医療法標準以下の類型の評価を廃止

H5医療法上の療姜型病床群制度が施行されたのに合わせ、「療養型病床群入院医療管理料」(看 al・ 検奎`投薬・注射
を包括)、「療養型病床群特定看護料」(出 来高)の新設

H6「精神療養病棟入院料」「特殊疾患療養病棟入院料」の新設、有床診療所の入院基本料を看1隻配置による2段階ヘ

区分

H8100床未満の病院に限り複合病棟の新EQ

「総合周産期特定集中治療室管理料」「精神科急性期治療病棟入院料」の新設

H10211看護、2511看 護の平均在院日数の短縮、311看護、3511看 護への平均在院日数要件の導入   21
老人長期入院直療管理料の新設(―般病棟に6ヶ 月以上入院している介護が主な高齢者の適正なET価 )

入院サービスの評価の変週



入院基本料

A100二 般病棟入院基本料
A101療養病棟入院基本料
A102結核病棟入院基本料
A103精神病棟入院基本料
A104特定機能病院入院基本料
A105専門病院入院基本料
A106障害者施設等入院基本料

療養病棟入院基本料

入院期間に応じた評価 (イメージ) 対象患者等 在院日数要件
施敲叡
書廉級

・工として彙期にわたり瞭養の必
要な患者 211,591

1,198点

〈入院基本料Cの場合)X

検査.投薬,注射、処置等を包括

主な人員基準等 主な施設基準等

即
２０‐

印崚石
対

対者
員

助

職
補

護

願

看
看

・柄碑早無で碑日の
"=■

ll言

等について継続的に測定し、備
え付けていること

一般病棟入院基本料

入院期間に応じた評価(イメージ) 対象慮者常 在院日数要件
颯
数

敲
床

而
膚

つ治療を必要とする患者
'対

1 19日 以内
0対 1 21日 以内
13対 1 24日 以内
15対 1 60日 以内

700.35(

主な人員基準等 主な施設基準尋

7対 1   1,555点     'Ol
準7対 1  1,495点     70
10対 1   1,300点      70,
13対 1   1,092点      701
15対 1   054点      401
15対 1未満 575点

,7対 1の 医師要件:当 跛病棟の
入院患者数の1096以 上の常勤
瞑飾
,率7対 ‖ま7対 1の 医師の要件を

満たさない場合に算定する

看雄必要度の基準を満たす饉
者を1割以上入院させる病棟
である

十

日

↑

日
1

一　

日

結核病棟入院基本料

入院期間に応じた評価 (イ メージ) 対象患者等 在院日数要件 施 虔 綺

日輌 の 風者

フ対 1

10対 1

13対 1

15対 1

18対 1

20対 1

内
内

以
以劉

相
札
札
札
札

主な人員配置等 主な施設基準等

7対 1  1,447点      70
準7対 11,387点      70,
10対 1 1,102点       70,

稽期 揺 宮  淵
18対 1 757点      40,
20対 1 713点      40,
・7対 1の 医師要件 :当該病棟の
入院患者数の1096以 上の常勘
医師

・率フ対1は7対 1の 医師の要件
を層たさない場合に算定する

り利 :ハ嬌 蓄 不 科 :

E護必要度の基準を満たす患
普を1割以上入院させる病棟て
bる こと1     1,192点

14日   30日    90日



精神病棟入院基本料

入院期間に応じた評価 (イ メージ) 対象患者等 在院日数要件
頭
績

限
床

駆
颯

「
習疾患を有す0有

10対1 25日 以 ,

その他の区分 なt

(10対 1

li240点

院ヽ基本料の月〕合)

主な人員基準等 主な施設基準等

い

０

０

０

０

漸幅鯨輔輔

対
対
対
対
対

14日  30日     90日 180日 1年

専門病院入院基本料

入院期間に応じた評価(イメージ) 対象患者等 在院日数要件
颯
級

嵌
床

ｍ
務

(:0対 1入院基本料の場合 )

量器疾患患者を一般病棟の7

期以上入院させていること

十ヽ羽仕瞬日颯′
7対1 30日 以内
10対 1 33日 以内
13対 1 36日 以内

6,151

主な人員基準等 主な施設基準等

珈鋼
‐０対‐帥

l,555点

1,495点

1,000点

:,002点

川

Ｄ

知

抑

詢

印瞑「

,7対 1の 医師要件 :当 麟病棟
つ入院感者数の10%以上の
常勤医師

'準 7対 1は7対 1の 医師の要件
E満たさない場合に算定する

′河 l^師 凸 不 科 :

音を1割 以上入院させる病棟で
らる

特定機能病院入院基本料

入院期間に応じた加算・減算 対象患者等 在院日数要件
歎

綺

殷

炭

ｍ

義

高度な医療を必要とする患者等

(結核病棟 )

結核の患者

(精 神病棟)

精神疾患を有する慮者

(一般病棟)

7対 1 28日 以内
10対 120日 以内
(結核病棟)

7対 1 28日 以内
10対 128日 以内
13対 136日 以内
15対 1なし

(精神病棟 )

'対

1 28日 以内
10対 123日 以内

０２
仰紳
“
畑湘
７．椰

６
核

　

　

神

績

　

　

精

主な人員基準写 主な施設基準等

7対1    1,555点     701
10対 1   1,300点    ,01
(結核病棟)

7対1    1,447点
10対 1   1,192点
13対 1   049点
15対 1   386点
(精 神輌棟 )

7対 1    1.311点
10対 1   1.240点
15対 1   030点

０

０

０

０

　

０

０

０

・7対 1人 院轟不澤1:

入院患者の看瞑必要度導につ
いて組織的に測定をけい、そ
の結果に基づき評価を行つて
いること

下 I ■
岬

14日 30日

障害者施設等入院基本料

入院期間に応じた評価 (イ メージ) 対象患者等 在院日数要件

(10札 1入院基本料の場合)

・重症心身障害児
.書髄損傷等の重度障害者
・重度の意識障害者
・筋ジストロフィー患者
・難病患者

主な人員薔準等 主な施設薔ll停

1脚11f器齋  ;:
i3対 1 1.002点     フ0
15対 1 054点     40

・看瞑職員+看臓1慮助者 :

10対 1

:撻控芯鼻躍磐買路設
'日立高度専門医療センター等
あるいは
以下に腋当する一般病棟
・菫度の肢体不自由児 (者 )、 脊髄
慣傷等の■度障害者、重度の意
臓障害者、筋ジストロフィー島者、
雌病用者等を7割以上入院させて
しヽる
.7対 1を算定する場合には超重症
児(者 ).率重症児(者 )が合計3割

以上



特定入院料

A300
A301
A301-2
A301-3
A302
A303

A304
A305
A306
A307
A308
A308-2
A309
A310
A311
A311-2
A311-3
A312
A314

救命救急入院料
特定集中治療室管理料
ハイケアユニット入院医療管理料
1出 卒中ケアユニット入院医療管理料

驚首:筐][E塁 [層曇昌嘗理|1癬笙1       弱
料)

広範囲熱傷特定集中治療室管理料
―類感染症患者入院医療管理料
特殊疾患入院医療管理料
小児入院医療管理料
回復期リハビリテーション病棟入院料
亜急性期入院医療管理料

特定集中治療室管理料

入院期間に応じた加算・減算 対象患者等 仁院日数要件
薦敲歎
績床数

重虚者が概ね0割以下の場合に減蘇

■症者が糧ねo割以上の場合に加タ

哺 鐵陣習又は雷睡
・急性呼吸不全又は慢性呼吸不
全の急性増悪
,急性心不全 (心 筋槙塞を含む。)

・急性果物中毒
・ショック
・重篤な代酬障害 (肝不全、腎不
全、量症糖尿病等)

・広範囲熱傷
・大手術後

嗽 急蘇生後
。その他外傷、破傷風等で重篤な
状態

14日 を限魔とし
〔算定

主な人 員基準等 主な施設基準等

治療農内に勤務していること

柵 響
1関

1譲憲轟里襲甚脚 編ご
セット、人工呼吸装置等)

・除細勁器
,ベ ースメーカー
.心 電ll

・ポータブルエックス線撮影螂
'呼吸循環監視装置
を特定集中治療室内に常時備
えていること

7日

救命救急入院料

入院期間に応じた加算・減算 対象患者等 饉院日数要件
施設取
壼産鑽

※H203日 以内の点数の区分を新設

1岬
“

点
1 8β∞ 点

命救急入院料2の 場合)

射、処置、病理診断の一部を包括

憾 限 障 晉 メ :`"曜
,急性呼吸不全又は慢性呼吸
不全の急性増悪
,急性心不全 (心筋根塞を含む )

,急性築物中毒

都 氏翻障獣 肝 全、腎
不全、重症精尿病等)

,広範囲熱傷
・大手術を必要とする状態
,救急蘇生後
,そ の他外傷、敏傷鳳等で■篇
ケ状態

て算定

主な人員基準等 主な施設基準等

を行うのに必要な専任の医師汲
メ看踵師が常時配置されていそ
こと

，
莉
置

辮
獅
師

都道府県が定める救急医療に

用する計画に基づいて運営され
5救命救急センターを有していそ

関院であること

漱急蘇生装置 (気 管内挿管セリ
、人工呼吸装置等 )

除細動器
ペースメーカー

心電計
ポ=タブルエックス線l■影装置
呼吸据瑠監視装置
旨救命救急センター内に常時備
L付 けていること

i               l                             l

14日7日3日

ハイケアユニット入院医療管理料

入院期間に応じたカロ算・減算 対象患者等
=院

日数要件
m限瓢
病床盪

Hll新 設

・急性呼吸不全又は慢性呼吸不
全の急性増悪
・急性心不全 (心 筋梗塞を含む。
・急性薬物中毒
・ショック
・重篤な代闘障害 (肝 不全、腎不
全、重症糖尿病等)

・広範囲熱傷
,大手術後

嗽 亀蘇生後
・その他外傷、破傷風等で重篤毛
伏想

.21日 を限度とし
て算定

・一般病棟の平
均在院日数 :

17日 以内

主な人員基準等 主な施設基準等

医療機関内に動務していること

鵡 ♂1棗

'ハイ7′ ユ ニ ツト,日 際 屋 ●l躙

末数は30床 以下であること
,救急蘇生装置 (気管内揮管
セット、人工呼lrt装 置等)

'除細動器
:ぺ …スメーカー

騨 機耕環監視装置
を治療壼内に常時備えている
こと
,重症度の基準を満たす患者
を概ね8割以上入院させる

21日



脳卒中ケアユニット入院医療管理料

入院期間に応した加算・減算 対象患者等 在院日数要件
双
級

取
床

馳
璃

H18新 設
血出疇いい

・14日 割ll度 とし
て算定

主な人員基準等 主な施設基準等
・神経内科又は脳神経外科の
経験を5年以上有する専任の常
勁医師が常時、保険医療機関
内に勤務している

1賜 雰週撃f法士又は作業
農法士 :当 臓治療室に1名 以上

※常時配置

であること

・救急蘇生装置 (気管内挿管
セット、人工呼吸装置等)

.除細勁器
,心 電計
・呼吸僣暉監視装置

を治森豊内に常時備えている
こと
・脳根宙、脳出血及びくも膜下
出血の患者を糧ねB割以上入
浣させていること
,脳 画像撮影及び診断が常時
可能であること
,脳血管疾患等リハビリテ…
ション料(1).(E)、 又は (lll)

:4日

総合周産期特定集中治療室管理料(1母胎・胎児集中治療室管理料)

入院期間に応じた加算・減算 対象息者等 饉院日数要件
施 設撃
繊 床級

⊃

・妊娠高血圧症候群
`多胎妊娠
・胎盤位置異常
・切迫流早産
,胎児発達遅延や胎児奇形など
の胎児異常を伴うもの

・14日 を限度とし
て算定

7,000月黒

検査、注射、処置、病理診断の一部を包精

主な人員基準等 主な施設基準等

・専任の医師が常時、母胎・胎児
集中治燎室内に勤務している

柵
猥 師3が

・治療室面積 :1床 あたり15m`
・帝王切開が必要な場合、30
分以内に児の娩出が可能とな
る体制があること

酬 雌 漫 暑糧
であると認めた病院であること

・敦急蘇生躾置 (気管内押管
セット、人工呼吸政置等)

.心 電計
・呼吸循環監視装置
.分 娩監視装置
,超ヤ波鯵断装置(カラードツプ
ラ…法による血流測定が可能
なものに限る。)

を母胎・胎児集中治療室内に
常時備え付けていること

21日

新生児特定集中治療室管理料

入院期間に応した加椰・減算 対彙患者等 在院日敗要件
麗敲駅
壼廉腱

出生体重
1,500g以 上

,低体温
・重症負疸
・未熱児
・意臓障害又は

'睡・急性呼吸不全又は慢性呼吸不
全の急性増轟
・急性心不全 (心筋糧

=を
含む。

・急性薬物中毒
・ショック
・■篤な代聞障害 (肝 不全、晉不
全、重症糖尿病等 )

・大手術後
檄 急蘇生後
。その他外傷、破傷風等で■篤
な状熊

1,600g以 上は2'

日を限度として算
定

・出生時体重
1,000g以 上1.500g

未満は60日 を限
度として算定

,出 生時体重
1.000g未 満は00

日を限度として算
定

出生体重
1,000g以上

出生体重
1,000g未 満

検査、注射

1 8,500点

処置、病理診断の一部を包括

主な人 員基 準等 主な施設基準等

・幕任の医師が常時、新生児特
定無中治療室内に勤務している

・助藤飾又ltttlt飾 :3対 1棗

※常時配置

,治 療
=面

積:1床あたり7m`

檄 急蘇生装置 (気管内挿管
セット)

。新生児用呼吸循環監視装置
:新生児用人工換気装置
・微量輸液装置
・経皮的酸素分圧監視装置又

澱潔私皮791定装置
祠 集中治療童内に

21 90日

総合周産期特定集中治療室管理料(2新生児集中治療室管理料)

入院期間に応じた加算・減算 対彙患者等 薩院日数要件
耐 醸 撃
籟 廉 数

甲:某興

'低体温
'重症貴疸
・未熱児
.意朧障害又は昏睡
'急性呼吸不全又は慢性呼吸
不全の急性増悪
,急性心不全 (心筋槙轟を含む。
.急性薬物中毒
,ショック

'■篤な代田障害 (肝不全、腎
不全、■症糖尿病等)

1.600g以 上は21

日を限度として算
定

・出生時体重
1,000“以上1,500g

未満は00日を限
度として算定

・出生時体重
:,000g未 満は00

日を限度として算
定

主な人員基準等 主な施設基準等
'手筐 り 暉 印 刀 市` 呵 、初

=児
昴

中治療室内に勤務している

1棚
看H師鰤

棗
編舗 則 顧 鰍 醍
明母子医療センターとして適当
ごあると認めた病院であること

救急誅生装置 (気管内押管
ロット)

新生児用呼吸循環監視装置
新生児用人工換気装置
檄量輸液装置
経皮的酸素分圧監視装置又

E装置
酸素濃度測定炊置
光線治藤器
:新 生児特定集中治療室内に
卜時備えていること

~  |  |

90日60日



広範囲熱傷特定集中治療室管理料

入院期間に応じた加算・減算 対颯患者等 生院日数要件
施 設 敗
輌 魔綺

ム範囲熱傷患者で医師が広範囲
格傷特定集中治療室管理が必ヨ
であると認めた者
'熱傷には電撃傷、菓傷及び凛
場が含まれる

IU日 そ限度とし
C算定

7,890月黒

検査、注射、処置、病理診断の一部を包括

主な人員基準等 主な施設基準等
専母の医帥か軍晴、広|1囲 熙

薔特定集中泊藤菫内に勤務して

るヽ

1硼♂i榮

.治廉室面積:1床あたり15m=
'm傷用空気流ntベッド
,救急蘇生装置 (気 管内挿管
セット、人工呼吸装置等)

.除細助器
,ベ ースメーカー
・心電計
,心 電図モニター装置

を特定集中治療室内に常時備
えていること

60日

特殊疾患入院医療管理料

入院期間に応じた評価(イメージ)

菫度の意檄障害者
筋ジストロフィー患著

―類感染症患者入院医療管理料

入院期間に応じた加算・減算 対象患者等 蔵院日数要件
瓢
崚

限
床

詢
繍

8,890点

勁 懸 栄肛 Xiユ ~類
騒 撃 征 に4t

患している患者
.新感染症又は一類感染症の疑
似症患者又は無症状病原体保事
者

・14日 を限度とし
て算定

主な人員基準等 主な施設基準等

・看ll師 :2対 1

※常崎配置 する特定感染症指定医療機関
又は同法第6条第13項 に規定
する第一糧感彙症指定医療機
関であること

↑
―

調

小児入院医療管理料

入院期間に応じた加算・減算 対象患者 等 生院日数要件 艤 虔綺

H12新 設
H14より手厚い配置の2区分を追加
H20手 厚い人員配置の1区分を追加

4,500点

(小児入院管理料1の場合)

診療に係る費用は包括Xl

15晟 禾 罰 の 入院 患 番

・管理料1:

21日 以内
・管理料2:

21日 以内
・管理料3:

28日 以内
棗2

・管理料4:

なし

(珈
:当

酸病棟を
含めた一般病棟
の入隅患者の7・

35
2,704

・管理料2:

187

7,086

・管理料3:

321

8,880
,管理料4:

106

主な人員基準写 主な施設基準甲
.病 院内の小児糾常勘医師

瞥理料1 20名
瞥理料2 5名
瞥理料3 3名
誉理料4 1名

.看 ll配置    看lL師 比率
管理料1 7対 l X3    100,
誉理料2 7対 1     100,
管理料3 10対 1      709
瞥理料4 15対 1      40,
("'夜 間も含め、常時9対 1の 看醸

,小 児医療を行うにつき十分な
体制が整備されていること



回復期リハビリテーション病棟入院基本料

入院期間に応じた評価 (イ メージ) 対象患者等 在院日数要件
施設数
我床数

H12新設
H20入 院料1、 ■症患者回復病棟加算新骰

1,690点

(入院料1の 場合)

診療に係る費用は包括Xl

1

180日 ※2

摯頸部督折等の回復期
,ハ ビリテーションの必
E性が高い患者を8割 以
L入院させている

19:

5,047(一般)

6,555(療養)

入院料2

,1(

13,770(一般)

25,290(療養)

主な人員基準等 主な施設基準等
尋性の日帥 ::雀

専従の理学燎法士 :24
尊従の作業療法士 :14
書護職員:,1対 1

看膜師比率4餡

:籠薯雰調爵義脇撒惣L所
.廊 下の幅 18mが望ましい
(た だし画allに居室がある場合2フ m)

(入院料1)

新規入院患者のうち1割5分 以上が三
症 の轟者であること
,在宅復帰率が6割 以上であること

※2吉次悩機能障害を伴う■症鵬血管餞害等の目

特殊疾患病棟入院料

入院期間に応じた評価(イ メージ) 対象患者等 在院日数要‖
数
綺

設
藤

施
油

H6特殊疾患薇養病棟新投
H18H20こ 廃止予定とされた

H201寺殊疾患病棟と名称変更し存続,対象患者の見l

・三度の意識障害者
・筋ジストロフィー患者
・神経難病患者 ,入院料2

主な人員基準等 主な施設基準等

囁 凛に尋仕の軍IDttBIの

配置
.■臓租員+看餞補助者 :

10対 1

嗜 餞職員比率:6"
:看餞師比率:20“

※2

・病棟床面積 :患者1人につき16m

(入院料 1)

・=般病棟
.当 議病棟の入院患者のlIね 8割

以上が、費髄損傷等の量度障害
者、■魔の意臓障害者、筋ジスト
ロフィー患者又は神経lL病患書

(入院料2)
。―般病棟又は精神病棟
・肢体不自由児施設、重症心身障
害児施設、日立高度専門医療セ
ンター等

`当 讚病棟の入院患者のllね8割

以上が、重度の肢体不自由児
(者 )等の重度の障害者 (入院料 1

の対象者を除く)

1,943点

(入院料1の場合)

診療にかかる費用は包括薇1

※2入院料2の肢体不自由

亜急性期病棟入院医療管理料

入院期間に応じた評価 (イメージ) 対象患者等 在院日数要14

H16新投
H20入 院医療管理料2新設

2,050月黒

(入 院料1の 場合)

診療に係る費用は包括崚1

↑
90日 ※2

(入院料1)

.急 性期治療を経過した患
者又は在宅・介瞳施設等か
らの患者であって症状の急
性増思した患者等
(入院料2)

,急性期治療を経過した患
者

1.017

11,951

・入院料 2

45
900

主な人員占準等 主な施設薔準等
・看E職員  13対 1

・看臓師比率7"
・在宅颯帰文橿IE当者 1 還lII脚魃 まこと

緩和ケア病棟入院料

入院期間に応じた評価(イメージ) 対魚患者等 在院日数要件 面取颯
績床級

H2新設
H6対象患者に後天性免疫不全症候群を追加
H20地域の医療機関との連携等の要件追加

嗜 痛の構和そめ晏と
する悪性臓瘍及び後
天性免疲不全症候群
の患者

3,780メ黒
診療に係る費用は包括H

主な人員出準等 主な施設薔準等

・軍EDの 日印 :l●

嗜 饉師 :フ対 1

機 娑膝房醜 側 勝
所、団u虫、―定の広さを有する讀1舌

置



精神科救急入院料

入院期間に応した評価 (イ メージ) 対象患者等 在院 日数要件
ド
炭

詢
艦

H14新設
H20地域の人口規模を考慮したI件組和

在宅移行患著の割合が高い施設について諄饉引き_

.器賛性精神障害
,精神作用物費使用による精神及
び行動の障害

醐震ピぎ冒卜ぎ
合失鵬症型障害

.気分障害
,神 経症性障害.ストレス閥迪障害

嘲 お障害Ⅲ
,知 的障害洟

`

3月 を限度として算定

主な施設基準等

.当 腋病棟の綱床のうち個皇が半数以上

.検査及びCT撮影の速やかな実施体制
4割以上が新規息者

'精神科救急外来船療が常時可能

,時間外'休 日・深夜における診療件数が年間

:00件 以上か地域人口輌]対
25件 以上

.当 脇病棟の年間新規患者のうち6割以上が

曹置入院率
い

主な人員基準等

・常動精神保健指定層 ;病 棟に1名
,

膚院に5名 以上

・■護師 :10対 i

・常at精 神保健lE社士:病 棟に2名

以上―

帽

年間00件 以上あるいは地域の1/4以上の構
E入院、緊急措E入院、応急入院の受け入れ

(入 院料1)

.新 規慮者のうち1割以上が3ヶ月以内に在宅
移ヽ行

:入 院料2)

新規患者のうち4割 以上がoヶ月以内に在宅

H4‖ 神羹患を有する状撼に目る

精神科救急・合併症入院料

入院期間に応じた評価 (イ メージ) 対象患者等 在院日数要‖ 鍬
数

阪
床

詢
病

H20新設

入院患者、応急入院患者
,入院当初から当該病棟に
入院している患者

・身体疾患の治療のため―
般病棟に入院した後に当腋
病棟に入院した患者

・入院前3ヶ 月に精神科病棟

主な施設基準等

,精神科救急医療施設
'合併症ユニットを有する
。必要な検査及びCT撮 影が速や
かに実施できる体制を確保
,lヶ 月の延べ入院日数のうち4割

以上が新規患者の延べ入院日数
'新規患者のうち4割以上が3ケ月

輻 療が常時可能
'時間外 ,休 日・深夜における診療
件数が年間200件 以上か地域人ロ
絆

対
駕謝計,た間新規患者のうち(

割以上が措置入院、緊急措置入
院、医療保II入院、応急入院、鑑
定入院、医療観察法入院または合
併症ユニットヘ入院する患者

・年間30件 以上あるいは地域の
1/4以上の措置入院.緊急措置入
院、応急入院の受け入れ

主な人員基準等
・冨卸 医師 :16対 1

・常勤精神保健指定医:病

棟に3名 、病院に5名 以上
.看護師:10対 1

,精神保健福祉士:病 棟に2

照 1

業2都 lL府県又は1精神科救ふE晨日と1機関病院が対となつて明籠に区分された日域が有る場合は当麟日城

精神科急性期治療病棟入院料

入院期間に応じた評価(イメージ) 対象患者等 :院 日数要 施設数
病床数

・入院前3ヶ 月に精神科病棟に
入院したことがない患者

・急性増悪のため当骸病棟で
治療が必要な患者
.入院当初から当骸病棟に入
院している患者

r」し ・入院料 1

219

10,96フ

・入院料2

20

1,010

主な人員基準等 主な施設出準等

孵　醐
Ｈ
上
士

:13対 1

率40%
助者 :30対 1

員115対 1

:稗電機罷霧轟署誘倉不雪b務
脚

院の病床数のフ割以上又は200床

以上が精神病床
.病棟に隔離室
,4割 以上が新規患者
.新規患者のうち4割 以上が3ヶ 月
以内に在宅へ移行

精神療養病棟入院料

入院期間に応じた評価(イメージ) 対象患者等 生院日数要

`

颯
駈

取
廉

馳
薇

H18従 来1と 2に区分されていた入院料を高い基準に―

主として長期にわたり療養
の必要な精神障害患者

ヒ

1,090点

診療に係る費用は包括第1

主な人員基準等 主な施設薔準等

棟に1名 、病院に2名 以上
・看腋職員+着震補助者:

・看臓職貞1率 5研
・書ll師比率20%
・病院に精神保撻福祉士ヌ
1理年沐Ⅲ理掟衛篭 ェ

:理素庵願膳ξ 裏壼
1課

題 fば

翻 私壼又は生活機能
回復Ⅲ朧 宣

又は作業療法の経験を有
ケる常勤看眼職員



認知症病棟入院料

入院期間に応じた評価 (イ メージ) 対象患者等
=院

日数要

“

数
数

設
床

施
病

↑
―

叩

 ` |      [i[。 V瀾

(入院料1の場合)

診療にかかる費用は包括Xl

精神症状・行動異常が特に著しい
1度 の認知症患者

`じ 373

・入院料2

62

主な人員基準等 主な施設基準等

断者 :病院に事従1名
,精神科医師 :病 院に1名

(入院料1)
.看腰職員 :20対 1

.看護師比率2畔

.■護補助者:25対 1

.作業療法士:認知症病棟専従1名

(入院料2)
.看 ll職 員:30対 1

4順 師比率2喘
・看腹補助者:25対 1

,認知症患者の作業療法の経験を
有する看lE師 (作 集療法士が週1回

以上岬価)

・摘 凛 床 面標 :晟 者 1人 につ

き10ml
・00m:以上の専用生活機籠

型』響私籠11練を患者1人

あたり1日 4時間遇5回 行う

〇



在宅医療について

第 1 在宅医療について

近年、往診や訪間看護等の充実、医療機器の進歩等により、高度
な医療についても在宅で行うことができるようになつている。在宅

医療においては、病院・診療所からの訪問診療等に加えて、訪間看
護や訪問歯科診療、訪間薬剤管理指導等が行われている (参 考資料
Pl)。

第 2 現状と課題

1 在宅医療に関する国民意識調査 (保険局医療課調べ)に よるとt

寝たきりになつた場合、約 50%が在宅医療を受けることを希望 して
いる。また、平成 17年 患者調査によると、調査日に約 709万人が外
来診療を受けており、そのうち約 6万 5千人が在宅医療を受けてい

た。その一方で、病院等の入院患者に対する在宅医療の提供等によ

る地域移行に向けた働きかけが十分に進んでいないことや、地域で
受け皿となる医療機関の不足等が挙げられている (参考資料 P2～ 8)。

2 また1在宅医療を受けている患者への調査 (保険局医療課調べ)

による|、 在宅医療を受けて良かった点|し て、住み慣れた場所に
居続けることができたこと、自分の好きなように過ごすことができ
たこと等が挙げられる一方、容態が悪化したとき医師や看護師を呼
ぶべきがどうか困つたこと、服薬を指示通 り行うのが難しい等が挙
げられた (参 考資料 P9,10)。

3 在宅医療を受けている患者に対する褥癒などの専門的な技術が必
要な治療においては、かかりつけ医に加えて専門医が関与する必要
性が指摘されている。また、在宅透析医療や特殊な皮膚処置等の技
術を含む在宅医療について、その医療提供体制や医療材料等につい
て、診療報酬における評価が十分になされていないとの指摘がある
(参考資料 Pll,12).

4 人工呼吸器等を使用した治療の必要なNICUか ら退室する患者につ
いては、在宅に移行する場合の地域のサポー ト体制が十分ではない
ことも地域移行の進まない―因となつている (参考資料 P13～ 15)。

5 同一の場所で複数の患者の診療を行つた場合、施設等と一般の住

居等で診療報酬上の取扱いが異なつている (参 考資料 P16)。

第3 診療報酬上の評価
1 平成 18年度診療報酬改定において、患者ができる限 り住み慣れた

家庭や地域で療養 しながら生活を送れるよう、在宅療養支援診療所
が必要に応 じて他の病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション等
との連携を図り、24時間往診及び訪問看護等を提供できる体制を構
築 し、在宅医療の中心的な役割を担うことについて評価を行つた (参

考資料 P17,18)。

【在宅療養支援診療所の要件】

' 保険医療機関たる診療所であること
。 当該診療所において、24時間連絡を受ける医師又は肴護職員を配置し、その連

絡先を文書で患家に提供していること

・ 当骸診療所において、又は他の保険医療機関の保険医との連携により、当該診

療所を中心として、患家の求めに応じて、24時 間往診が可能な体制を確保し、

往診担当医の氏名、担当日等を文書で患家に提供していること
。 当該診療所において、又は他の保険医療機関、訪問看護ステーション等の看護

職員との連携により、患家の求めに応じて、当該診療所の医師の指示に基づき、

24時間訪間看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当看護職員の氏

名、担当日等を文書で患家に提供していること
。 当該診療所において、又は他の保険医療機関との連携により他の保険医療機関

内において、在宅療養患者の緊急入院を受け入れる体制を確保していること
。 医療サービスと介護サービスとの連携を担当する介護支援専門員 (ケ アマネジ

ャー)等 と連携していること

・ 当該診療所における在宅看取り数を報告すること 等

0002 在宅時医学総合管理料 (月 1回 )

1 在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院の場合

イ 処方せんを交付する場合  4,200点
口 処方せんを交付しない場合 4,500点

2 1以 外の場合      ,
イ 処方せんを交付する場合  21200点
口 処方せんを交付しない場合 2,500点

2



社会医療診療行為別調査 (各 年 6月 審査分 )

平成 19年 平成 20年

実施

件数

算定

回数

実施

件数

算定

回数

在宅時医学総合管理料 1在 宅療養支援診療所

(処 方せんを交付する)

71,175 71,175 70.170 70,170

在宅時医学総合管理料 1在 宅療養支援診療所

(処 方せんを交付しない)

10,057 19,057 15,122 15,122

在宅時医学総合管理料 2(1以 外 )

(処 方せんを交付する)

22,366 22,366 26.983 26,983

在宅時医学総合管理料 2(1以 外 )

(処 方せんを交付しない)

5,339 5,339 7,459 7,459

2 平成 20年 度診療報酬改定において、診療所のない地域において在
宅医療を担 つている病院が行う在宅医療について、在宅療養支援診

療所と同様の評価を行つ.た 。

3 在宅における透析医療や人工呼吸を行つている患者の処置につい

ては:在宅療養指導管理料において評価 している。

(参 考 )

慢性透析患者数 282,622人

内訳

昼間透析 230,891人

夜間透析 42,365人

在宅血液透析 194人

腹膜透析 9,157人

わが国の慢性透析療法の現況 2008年 12月 31日 現在 (日 本透析医学会 )

C102  在宅自己腹膜灌流指導管理料   3,800点
0102-2 在宅血液透析指導管理料     3,800点
0107  在宅人工呼吸指導管理料     2,800点
0109  在宅寝たきり患者処置指導管理料 1,050点

医療 診 療 行 為 別l 査 ( 年

平成 19年 平成 20年

実施件数 算定回数 実施件数 算定回数

在宅自己腹1莫 灌流指導管理料 9,256 9,256 61517 61517

在宅血液透析指導管理料

在宅人工呼吸指導管理料 12,985 12,985 12,357 12,357

在宅寝たき り患者処置指導管理料 23,692 23,692 31,922 31,922

新
在宅療養支援病院の創設

[在宅療養支援病院の要件] |
= 当該病院を中心とした半径 41キ ロメー トル以内に診療所が存在しないこと
,往診を担当する医師は当該保険医療機関の当直体制を担う医師とは別の社であ

ること         |
124時間連絡を受ける担当者をあらかじめ指定し、その連絡先を文書で患家に提

供していること

この他、在宅療養支援診療所と同様の要件

届出医療機関数 (上 段 :病院数/下 段 :診 療所数 )

平成 18年 平成 19年 平成 20年

在宅療養支援病院 7

在宅療養支援診療所 91434 10,477 11,450



0001 在宅患者訪間診療料 2200点 (1日 につき)

[算定要件 ]

高齢者専用賃貸住宅、有料老人ホーム、認知症対応型共同生活介護事業所、特定施

設 (外 部サービス利用型を含む)、 介護老人福祉施設 (特別養腱老人ホーム)の 入居

者等である患者であって通院が困難なものに対して、計画的な医学管理の下に定期

的に訪問して診療を行つた場合に算定する

社 会 医療 診 療 行為 別 調査 (各年 6 査分 )

平成 19年 平成 20年

実施件数 算定回数 実施件数 算定回数

在宅患者訪問診療料 在宅療養中の

患者
224,902 585,216

191,147 413,979

在宅患者訪問診療料 居住系施設入

居者等 ,
80i047 195,813

4 後期高齢者等が多く生活する施設等に居住する患者に対して、医

療関連職種が訪問診療等を行つた場合についての評価を新設 した。

第4 論点
1 在宅療:養支援診療所等における 24時間対応体制や、'入院機能を有
する医療機関との連携等による緊急入院体制の確保や退院時の在宅
移行支援等を行つて患者のこ―ズに応え、在宅移行を推進する取組
みにつし`て、診療報酬上の評価をどう考えるか (参考資料 P10,17,18)。

2 質の市い在宅医療を提供するために、必要に応 じて専門の医師と

連携する取組や高度な在宅医療の取組みがより推進されるための診
療報酬上の評価をどう考えるか (参 考資料 P8,11,12)。

3 NICU等から在宅に移行した患者を地域で支えるための診療報酬上
の評価について、どう考えるか (参考資料 P13-15)。

4 同一の場所において、複数の患者を診察する場合の診療報酬上の
取扱いについて、どう考えるか (参 考資料 P16)。

①



在宅医療の希望

■場 らかとい    ●どちらでもな    日あ らかとい    ■晏けたくない   層無口書 N=工′627

うと受けたい     い           うと受けたく

入腕中の状態から退院できる状態とわ た場合

参考資料

在宅医療

在宅医療の提供体制
かかりつ

病院・診療所
(在宅療養支援病院・

在宅医療のイメージ

通院が目腱!誌つた場合

寝た書りにわ た場合

慢性疾患に罹患した場合

余命1～ 3カ月程度となった場合

20%   30%   4096   5“    ||%   フ●16   8"   90“    ュoo96

NE■ 627

■きめ細かい医療を受けられる

■察演との時間を多く持てそう

●通院が目難でも日彙を受けられる

日経済的な負担が小さくてすみそう

●高度な医療が受けられない

●容態が変化したときに困りそう

●療姜上の指示

"る
のが難しそう

●家族の負担が増えそう

平成21年保餞局医療操調ペ



在宅医療に係る患者数

O調査日に外来医療を受けた患者数 約709万2千人

O調査日に在宅医療を受けた患者数 約6万5千人

在宅医療の提供体制

訪間診療を行つている施設数

在宅医療を受けている患者の

施設の種類別構成割合

口病院

■―投診療所

●歯科船療所

出典)平成17年患者調査

…般砂療所

平成14年        平成17年

■―般鰺療所総数 1妨間鰺療を行つている施設数

出典)医療施設調査 5

在宅医療の提供体制

●0～ 14歳

■15～ 34臓

●35～ 64歳

■65～ 74出

●75歳以上

夜間静凛や24時間鰺薇体制の確保のための■携を行つている

緊急時の入院への対応を可能とするような連携を行つている

専門外の医療技術が必要になつた場合、病院との■携を行つている

・ 専門外の医療技術が必要になつた場合、自院の診療科ではない診
療科を標榜する鰺療所との連続を行つている

在宅目凛の研修を行うなど、在宅医療に係る情報の共有化などの

連携を行つている

平成14年        平成17年

●痢腱鮨敷 ■勧|1鰺凛を行つている施設畿

○在宅医療を行う医療機関に対するアンケート調査

退鵬支援を行うための体II等を整備し、患者の在嗜医療への移行を積福的に通めている

在宅慮療に従事する医師・看饉師数は十分な水準にある

在嗜医療に関わる訪間暑饉スト ●/Hンの施餃数は十分な水準にある

096     1096     2096     3096     40%     50%     60%     70%     80%     9096    100%

●非常にそう思う ●そう思う ●子う鳳わない ●全くキう風わたい

平成21年保険局医療諄調べ



O在宅医療を行う医療機関に対するアンケート調査

在宅医療に係
10.5%

の
　
‐

めた 連携は良好である

2o.2%

0%     10%    20%    30%    40%    50%    60%    70%    80%    90%    100%

口非常にそう思う ●そう思う ●そう思わない 日全くそう思わない

…

提供するための連携が良好である
8.9%                54,0%                       28.7%      4.0%

0%    10%   20%   30%   40%   50%   60%   70%   8096   90%   100%

■非常にそう思う ●そう思う ●そう思わない ●全くそう思わない

宅目藤の 良好である

17.1%

在

％

ま

鶴
‐

のとの掛
　
‐

0%    10%   2096   30%   40%   50%   60%   70%   80%   90%   100%

■非常にそう思う 口そう思う ●そう思わない ●全くそう思わない

在宅医療における連携状況 1  在宅医療|=関する轟者意識②  l

寝たきりに近い状態になつた場合、どこで薇姜生活構 りたいか

■自虫       口病院・診療所   ■老人保健施設   ■特別養饉老人ホーム

●有料老人ホーム  ●その他      ●わからない    ●不明

在宅医療に関する患者意識① 在宅療養者における褥・IBの実態

在宅療養患者における 褥唐有病率 7.2%発生率 4,5%       .
(病院、介離保険施設における有病率はそれぞれ2.5～ 5,2%、 3%と比べて高い。)

深違度
●部分層欠損 ●全層 欠損 ・ 不明

平成21年保険局目薇操田ベ

5年以上
発生時期発 生 場 所

●在宅療養中  日入院中

ロショートステイ中日入所中

●その他・不明

その他・
不明396

3年以上5年

未満
4%

1年以上3年

末膚
12%

6ヶ月以上1

年未満 3ヶ月以上
ユ晰  6ヶ

・ 在宅療養患者の褥療のうち約90%は在宅療養中に発生

・ 褥療のうち皮下組織まで達している深い褥・・A(全膚欠損)は41%
・ 発生から1年以上経過している褥・・Aが18.6%である。

平成19年 老人保健健康増準等事業報告書                                        11
「在宅褥療ハイリスク患者ケア体制穂立のための在宅版褥痣予防,治療ガイドラインの策定・普及に関するモデル事業」日本福籠学会より作成

住じ・助‖じ書れ てくれるE●

介日してくれる
=凛

■状がなにこくなつたと●に、すぐ入腕でせる●壼颯田

助nl■■(■饉

“

0"口 )体 ll

'日

介●(ホームヘルバー0,日 )体‖

●■的な
=撮

自宅で最後まで凛姜するために必要なこと

●住■●の改●

その構

■■
`

目.3■

■

」軍

ロ

在宅医療における良かった点

住み償れた■層に■●け

“

とがで,た

自分の,0●よう1●■ご

'こ

とメで0た

睾まと0■日を,く,つことがで0た

軽清的な彙櫨があ事り大をくなか●●_

自分●3tl■ りの■■が受けられた

自分●■むような晨島組 えられそう

■人や■所の人と口じように●■E霰 餞 けられた

わからない

その●

=椰
や■餞鰤の■■■0"■を■嬌する0ポ

“

しい

●■での介
=■

僕ポー●的に日菫になつた

■3時にE"と●●メ取れながつた

0●●凛■|1日 (I● ●り,0)につもヽ
"摯

0■会IIな がつた

わかり
=い

その他

平成21年保険局医療諄田ベ
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在宅療養者における褥麿管理

深い褥病の局所管理

■創洗浄の実施者

小児在宅医療における連携体制

家族

かかりつけ医

ヘルバー

訪間■饉

褥膚担当日

その他

不明

6.9%

11.3%

87.7%

％７６，９％珈
３，９％

.           ■DES:GNは橋膚の深さ、浸出液、サイズ等を
もつて、褥備の状態を示す指標

平成19年老人保健健康増遭等事彙報告書           ・    ,                   12
r在宅欄億ハイリスタ●者″ 体|1鐘立のための在宅瓶欄●予防・治凛ガイドラインの策定。普及に関するモデル事業」日ホ褥籠学会より作成

小児在宅医療の提供状況

小児在宅巨薇の充足状況

20%

■十分 ■不十分 口あ らともいえない

80%

■その他

現在の提供できている以上に小児在宅目瞭のニーズがあるか

10%  2096  研   40%  5096

●全くそう思わない 口そう思わない

6096 7096 8鰯  9096 1∞ %

薔子狙 う  日

平成21年保険局目凛課田ベ

小児在宅医療における困難点

在宅医療を行う医療機関の約6割が小児の方が成人に対する
在宅医療より困難な点があると回答

・深い褥療管理においても家族、ヘルバーが実施しているものが46.3%′ 11.3%で ある。

・褥療担当医のうち約6.5割は皮膚科又は形成外科であつた。

【皮膚科医師の早期介入】

皮膚科専門医の介入群 (皮膚科医が住診)と非介入群(主に内科医の住診)

とで比較したところ、介入群で褥療がより改善した。(DESIGN総点中の減少)

〇小児在宅医療を提供する医療機関がとつている連携について

緊急時入院に対応するための連携

夜間・24時間診療体制を確保するための連携

紹介元医療機関としての連携

専門外医療提供のための他病院との連携

緊急時入院先確保ための連携

専門外医療提供のための他診療所との連携

情報共有化のための適携
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在宅患者訪間診療料 (イメージ)

1人 目 訪間診療料1+処置料等
2人 目

訪間診療料1(自 宅)830点
訪問診療料2(居住系施設)200点

在宅患者の受け持ち数別にみる在宅療養支援診療所数割合

平成19年
{n83230)

[:]1濯

蟹8年

平成21年
in・558)

■～20人 ■20人 ～40人 ●40人～60人 ■60人～80人 ●80人～loo人 ■100人～

保険局医療課調ベ

在宅療養支援診療所1施設当たりの在宅患者数は増加傾向にある。

訪間診療料1+処置料等

診療報酬上の制度として、新たに「在宅療養支援診療所」を設
け、これを患家に対する24時間の窓口として、必要に応じて他の

病院、診療所等との連携を図りつつ、24時間往診、訪問看護等を
提供できる体制を構築

「在宅療養支援診療所」であることを要件として、在宅医療に係る
以下のような評価を充実

〇 入院から在宅療養への円滑な移行に係る評価

○ 在宅療養における24時間対応体制に係る評価

〇 在宅におけるターミナルケアに係る評価

○ 特別養護老人ホーム等におけるターミナルケアに係る評価
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訪問看護の推進

第1 訪間看護について

1 質の高い医療を効率的に提供するために、医療機能の分化・連携の推

進が求められている。超高齢社会を迎え、地域で支える医療として在宅

医療の推進が必要であり、そのなかでも訪問看護の担う役割は大きい。

第2現 状と課題                     .
1 訪問看護ステーションによる訪問看護は、対象者の違いにより医療保険

と介護保険の2つ の制度に基づき行われている。そのため、同じようなサ

ービスを提供していても、その算定要件や点数 (単位 )な どが異なつており、

患者にとつて分かりにくいとの指摘がある。(参 考資料 Pl～ フ)

2近 年、訪問看護ステーション数は横ばいであり、看護師等の従事者数は

微増している。さらに、医療機器などを装着し、在宅療養を行う者が増え

ていると考えられ、利用者数も微増している。(参 考資料 P8～ 11)ま た、

訪問看護ステーション未設置の市町村も存在し、かつ小規模な訪間看護

ステーションが未だに多い現状がある。(参 考資料 P12～ 15)

3医 療保険による訪問看護においては、医療依存度が高く、処置等に多く

の時間を要しており、訪問看護の充実を図る観点から複数名による対応

等が必要な場合もある。(参 考資料 P16～ 21)

4また、NICU等 を退院した重症児が安心して在宅療養できるよう、地域に

おけるサ…ビスの充実が求められている。これらの重症児への訪問看護

については、乳幼児の特徴を踏まえた吸引や経管栄養等の医療処置に

加え、両親の支援といつた看護ケアが必要となる。(参 考資料 P22～ 24)

第3現 行の診療報酬上の評価の概要

1 訪問看護ステーションが訪問看護計画書や訪間看護報告書を主治医

に提出し、必要に応じて主治医との連携確保や訪間看護計画の見直し

等を含め、訪問看護の実施に関する計画的な管理を継続して行つた場合

等の評価として訪間看護管理療養費を設けている。

訪間看護管理療養費 (1月 に12日 までを限度とする。)

イ 月の初 日の訪間の場合         7,050円
口 月の2日 日以降の訪間の場合 (1日 につき)2,900円

2 気管カニューレを使用している状態にある者や在宅悪性腫瘍患者指導

管理、在宅自己腹1莫 灌流指導管理等を受けている状態にある者など、特

別な管理を必要とする利用者に対し、計画的な管理を行い、かつ1月 に4

日以上の訪間看護を行つた場合に評価を行つている。

重症者 管理加算 (月 1回 ) 2i500円 /5,000円 ※
(訪 問看護療養費 )

在宅移行管理加算 (月 1回 ) 250点 /500点 ※
(在 宅患者訪問看護・指導料/居

住系施設入居者等訪問看護・指導料 )

※重症度等が高い場合

(算 定回数 )

平成 19年 平成 21年 (速 報値)

重症者管理加算は1)

(月 1回 )

2,500円 7,872     (11.l ll)X 8,024    (97%)※

5,000円 8,792     (12.4%)照 111734   (14.2%)X

平 成 19年 平成 20年

在宅移行管理加算は2'

(月 1回 )

250点

500点

に1)保
険局医療課訓べによる。(6月 審査分 )

(・ ′
'社 会医療診療行為別調査による。「―」は計数の無い場合を示す。

X全 件数に占める割合



3 平成 21年 度介護報酬改定においては、複数名訪間の評価が新設さ

れ、ターミナルケア加算及び特男1管 理加算の要件緩和等の見直しが行

われた。

【参考 :介 護報酬】

4 平成 20年 度診療報酬改定においては、24時 間緊急時訪間看護を必

要に応じて行える体制にある場合の評価や、人工呼吸器を使用している

状態にある者への訪間看護が2時 間を超える場合の評価を新設した。

24時 間対応体制加算 (月 1回 )  5,400円_(訪 間看護療養費)     k新
長時間訪問看護加算 (週 1回 )   5,200円 (訪 間看護療養費 )

長時間訪問看護 ,指 導加算 (週 1回 ) 520点 (在 宅患者肪問看護・指導料/居住

系施設入居者等訪問看膿・指導料 )

(算 定 回数 )

平成 19年 平成 21年 (速 報値 )

24時 間連絡体制加算は1)(月 1回 ) 43,134  (60,0%)凛 5,184   (6.3%)薇

24時 間対応体制加算 (注 1)(月 1回 ) 40,050 (55,0%)様

長時間訪問看護加算
`生

1)(週 1回 ) 890   (1.l ll)X

平成 19年 平成 20年

長時間訪問看護・指導加算 (注 2) 176 (0.6%)巌 X

lLl)保 険局医療課調べによる。(0月 審査分 )

(注 2)社 会医療診療行為別調査による。

X全件数に占める割合

XX在 宅患者訪間看護・指導料の合計数に占める割合

第4論 点

1 医療保険と介護保険の制度の違いによる要件等の相違をどのように考

えるか。(参 考資料 P2～ 5)

2患 者のニーズにより対応するため、訪問看護ステーション同士の連携に

よる訪問看護をどのように考えるか。(参 考資料 P12～ 15)

3医 療処置等の多い利用者や重症児への訪問看護についてどのように考

えるか。(参 考資料 P19～ P24)

【指定居宅サービス介 給付費 :訪 問看護費】

改定前 平成 21年 改定後

ター ミナルケアカロ算 1,200単 位 ター ミナルケアカロ算        2,000単 位

″ 十 日前 14日 以 内 に 2同 以 トタ ー ミ ナ ル ケ ア を

堂怖 1ン で ぃ ろ こ と (タ ー ミナル ケ ア ″行 っ た 後

241キ 閣以 内 に在 宅以 外 で死 亡 した場 合 を含 む ^)

を追カロ

特別管理加算    250単 位 特別管理加算            250単 位

対象となる状態に重度の橿五 を追加



○ 疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者に対し、そ
の者の居宅において看護師等が行う療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。
O介 護保険の給付は医療保険の給付に優先することとしており、要介護被保険者等

参考資料

訪昆

[壼1

(※ 1)他医療機関への指示の場合 診療情報提供料 250点 (医僚保険)を算定

〈※2)肪間看観指示料 3∞点(医療保険)を算定

(出典)介餞綸付費真●田壼(■虐21年 4月 ●■分)

(注1)H10年 介餞サ ゼ̈スお餞事禽所麟壼くただし、
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医療保険・介護保険の訪間看護の対象者

医療保険

てヽ継続して壼姜を受ける状態にあり通院困難な患者
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等によリー時的に頻回の訪間看護が必要であると医
が認めた者※(14日 間を限度とL月 1回まで)

※厚生労働大臣が定める以下の状態にある者は月2回まで

・気管カニューレを使用している
。真皮を越える褥壼の状饉にある

介餞保険

く医師が一般に認められている医学的知見に基づき

コ復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
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飛病性神経障害、着尿病性腎症、糖尿病性網膜症

両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
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在 宅患者訪問看護目指導の実施施設 (医療機
関)数と訪間看護ステーション数の推移訪間看護ステーションの業務時間 (例 )

営業日:月 曜日～金曜日(時間外と土・日・祝日の場合はその他利用料の徴収)

営業時間:9時 ～17時

従業者数(常勤・非常勤含む):看護師4人、准看護師1名

利用者 :約70名 (介護保険55名 、医療保険15名 )、 1日 肪間看護回数 .約 15～20回

届出している加算:24時間対応体制加算、重症者管理加算

9時                  17時  19時

「

 _ TT 、1_ _..「 _  _  TT~「  ニ  ニ _三「  :_1

阪 枷 ~下
01人の看護職員が1日 3～5件程度の訪間看護を実施
O土・日]祝 日は担当者を決め、利用者の必要に応じて対応          .
0変則勤務により、夕方から夜間の訪間看餞サービスを提供
O夜間については、オンコール体制で対応(電話相談、必要時に訪問看護を実施)

14000

12,000

lQO∞

8,000

6,000

4′000

2,000

0

平成11年 平成17年

一 病院  +診 療所  →―(参考満問看餞ステーション  ‐ ●考)総計

rO訪 間看護を行う医療機関数は、近年、ほぼ横ばいから減少傾向.      .
0介饉保険制度の導入により訪間看餞ステーション数は増加したが、近年、ほぼ横ばい

出典:医療機関数については、E療施設田査による
訪間■饉ステーシヨン数については、平成11年までは訪間看餞統計調査、平成12年からは介餞サービス施設・事業所調査による

1訪問看護ステーションのA看護師の1日 (例 )| 訪間看護ステーションの従事者の推移

山
4o000

35,000

3o000

2,∞ 0

20000

15,000

10・000

,000

0

平成15年平成16年 平成17年 平成18年 平成19年

一 総 数 十  常 勤 ‐  非常勤

従事者数は微増傾向
理学療法士、作業療法士数の増加が著しい

‐磐襲鶏織聾間看護
ステーションの従事

(平成15年の値を1とした場合(■僣聴覚士を除く)

一 ¬

― 総 .散

‐ 保腱師

十 助鰤

→← 看臓師

キ 准看贖師

‐ 理学療法士

一 ほ 療法士

… 翻 聴覚士

士を含む。

出典:介餞サービス施投・事熱所鯛査   9
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方間看護ステーション数と利用者数※の推移 訪間看護事業所 設置状況

5,000

40∞

翼 3,000
所
敏 2,000

1,000

0

※ 和l用 者数は、介護保険、医療保険を含む。

5Q000

0

利
用
者
数
※

ｍ
　
ｍ
　
ｍ

２００，
Щ

Щ

H.5  H.6  H.7  H.8  H.9 H.10 H.1l H.12 H.13 H.14 H.15 H,16 H.17 H.18 H.19

日 tt問看護ステーション数 十 利用者数 く人)

iO rゴールドプラン21」 呼成11年 12月 10日 )では、平成16年度の訪問看護見込量より訪
間看護ステーション数は9,900か所と見込まれていた。
10しかし、訪間看護ステーシヨン数の推移は、ほぼ横ばいて、利用者数は近年微

1賞爆颯11タイまPFいう?_  _ __   
｀
_   _    _  _

出典:平成11年までは訪間■饉統計調査、平成12年からは介餞サービス施設'事業所口壼

(2∞8年 11月 現在:全市町村数1′810)

°  毅静釧理露|‖季どヽ訪問看護ステー

○未設置の市町村数は611(33。 8%)

出典:訪間看饉の安定的提供体制のあり方に関する研究報告書、E藤経済研究機構、平成21年3月

訪間看護ステーションの規模別状況①
l

1   職員※数規模別にみた

1  事業所数の構成(N● 1′713)

―  (参考)在宅剰 駆

導管理料小計

‐ 在宅人工呼吸指導管
理料(注 1)

‐‐
在宅悪性腫瘍息者

指導管理料(注2)

翻■在宅中心静脈栄養法

指導管理料

(注 1)#堂 人工暉暉多得っている島者に
`対し、在宅人工呼吸に関する指導管理を

1行つた場合に算定(睡眠時無呼収症候群
の患者を除く)

|(注 2)在 宅における悪性IE瘍0-

●2.5～ 3人来着

●3～ 5人未満

●5～ 7.5人 未満

●7.5～ Ю人未満

口10人～

2.5～ 3人素済

3～ 5人ホ膚

5～ 7.5人 ホ着

7.5人 ～

合計

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

∞
′

叫

鴫

∞
，

スは注射による抗悪性饉饉剤の注本が
必要なもの)

市町村の規模 市町村数 訪間看護ステーションが

無い市町村数(%)

人口3,000人未満 113市町村 110市 町村 (97.3%)

人口3,000人以上1万人未満 379市町村 286市町村(75.5%)

人口1万人以上5万人未満 495市町村 170市 町村 (34.3%)

人口5万人以上10万人未満 540市町村 41市町村(7.6%)

人口10万人以上50万人未満 250市町村 4市町村(1.6%)

人口50万 人以上 33市町村 0市町村 (0.0%)

在宅療養指導管理料の算定回数の推移 |

′
′

ノ
F■ ■ ミ ミ 會

,′ /■

J 饉 /
/

辞 ′

、
一
ヽ
「部ｒイ一

一
　

　

一

平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年

0在 宅で医療機器などを装着し、在宅療
養を行う者が増えていると推察できる。

1,200,000

1,000,000

T
出典:社会医療静療行為別調査〈各年6月 審査分) 11

※訪間看饉の人員基準の算定対象となる職員のみ



1訪間看護ステーションの規模別状

25～ 3人未ギ
I

3～ SA未式

渥Q」

5～7.5人未満

7.5人～

合針

| ●酬 口～2596未満・ 25～ 50X未満●50～ 75%未満●76%～

―

… ― ―

一

― ― ― ‐^― ― ―― ― … … … …… … … … … ― ― ― ― ‐‐― ― ― ― ―― ―

100%

90%

医療保険の傷病分類別
訪間看護ステニション利用者数の割合

・ その他

内ヽ分泌、米姜及び代謝療慮

・ 筋骨格系及び結合組織の疾患

・ 情環器系の疾患

′
`忌

こ新生物 ~‐
‐~~“ ……、、

――――――――
:

! 口認知症

歳轟法
碁調 騨 潮 翻 認 :潔陽り需 性螺餐戯 F健

法及びそれ以外の姉韓健麟麟の目藤保険、

O医 療保険の訪間看議では、神経系の疾患、統合失調症、悪性新生物の
割合で約60%で、介護保険利用者とはその疾病が異なる。   .

出典:平成10年 介饉サービス施設・事業所調査

訪問看護ステーションにおける
医療保険の訪間 数

¨
者用

・
利護

・
看
・保険別 訪間看餞ステーションの

利用実人員数 割合
訪間看餞ステニションの
利用実人員数(医療保険)

旱威16年 平成16年 平成17年 平成18年

・ 健康保険法等※ ■介餞保険法

701000

鴫 000

50∞ 0

嶋 000

30000

20j000

107000

0

※「健康保険法等」の利用者は、介饉保険法の支払いがなく、老人保億法及びそれ以外の政府管摯健康保「A等の医療保険、
公費負担医療等の支払いがあつた者であり、以下「目療保険」とする.

○ 医・・A保険の訪問看護の利用者の割合は約2害1程度
O医 療保険からの訪問看護を受ける利用者数は増加傾向

％

％

％

％

％

％

％

％

％

０

０

０

０

０

０

０

０

０

１

７

６

５

４

３

２

１

■統合失田症

ロアルツハイマーlt

●パーキンソン病
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嗜  2“  0% 60X 80X 10醐

11::llI:l::lII:::::::i:liili::::::II::lilil:::::::::II::l:l:::II:::::::II:::1                                    14
出典:訪間看饉事彙所数の減少要因の分析及

【参考】同〒月に訪間看護が可能な

回以内及び特別訪間看臓指示

一一―一一一
蕉曹翼夏露覇薦藻扇轟霧薄

:τ
璽更啄憂琶慧

15
◆介饉保険制度の支給限度枠内において、訪間看餞ステー

緊急時訪問看餞加算等は利用者1人につき1カ所の訪問看l

きない。

平成16年 平成10年 平成17年 平成18年 平成10年

出典:平成10年 介雄サービス施設・
=豊

断調書



訪間看護ステーションの利用者1人あたりの

lヶ月の平均訪間回数

総 数  0～ 39歳 40～ 64歳 65～ 69蔵 70～ 79崚 80～ 89崚  90●以上 不 絆

■健康保険法等※■介臓保険法

※「健康保険法等Jの利用者は、介饉保険法の支払いがなく、な人保健法及びそれ以外の政府管摯健康保FA等の医療保険、
公費負担医療等の支払いがあつた者であり、以下「医療保険Jとする。

iO医療保険の訪問看護のほうがいずれの年齢区分においても訪問
|

1回撃が多い。                       1 18
出典:平成10年 介餞サービス施設・事業所口査

訪間看護ステニションからの

看護職員2人以上での訪間看護
看饉職員2人以上で訪間したケー

8麟

コ無回書

看饉議員2人以上で防間した
4‐ ‐‐ン主な理由豪

(■・ 571)(複数回書)

ホ人の精41亡状のため

本人0■知
=0■

議●ため

体が大●い、体■が■いなど
のため

通二Ll:角 :星轟島轟丈お而轟高二|■年́
“
Ⅲ轟

その他の主な回答

・独居でねたきり、ALS
・処置が多く1人では利用者に負担がか
かるため
・入浴希望
・点滴静脈注射で安静が保てず針を刺
せないため 等

出典:訪間看餞ステーションに係わる介饉保険サービスにおける看饉提供体||の あリカに関する研究 新たな訪間看饉ステー
ションの事業展開の検討 平成鮨年鷹 報告書.全国訪間看饉事業協会、平成

"年
3月

○ 訪間看護ステTションの約30%は、医療依

存度が高い、利用者の身体が大きい、体重
が重い、認知症の症状のため等の理由によ
り、看護職員2人以上で訪間をしている

1,203040 5000(ぶ 0

重
症
者
管
理
加
算
の
内
春
ご
と
の

１
週
間
に
か
か
Ｐ
■
璽
間
　
（檀
衝
〔回
書

２
１１
１
７
↓

重症者管理加算の利用者の対象項目別
のケア時間と重度褥清のケア時間の比較

人工肛円を段量←■)

在宅強素燎法指導管理 (n・ 23)

在嗜成分栄姜饉管栄姜法相導管理("・ 45)

在宅気管切聞轟奢指導管理〈n・26)

在宅人工呼吸指導管理(n835)

日■か,メデル使用い■7)

0         50        100        150        200        250

日状態観察・測定  ●処 置  「 清潔整容 ■体位 ■処量を伴わない本人とのコミュニケーション  ロその他

iO重度褥療に係る処置等のケア時間は、すでに重症者管理加算でET価され
|ている状態の患者のケア時間よりも長くなつている。

,                     出典:鮨 間■臓ステーションに係るコストロ査7rX報告書、国民健康保険中央会.平成17年 3月

畑

輸

　

■
―
，
―

出典:肪間看饉ステーシヨンに係わる介雄保険サービスにおける看饉提供体制のあり方に関する研究 新たな訪間看饉ステー
ションの事業展開の検討 平成18年度 報告書、全国訪間■菫事彙協会、平成19年3月

【参考】平成21年度介護報酬改定における評価

複数名訪間の評価

○ 同時に複数の職員が1人の利用者に対して訪問看護を行つた場合について評価を行う。
・ 複数名訪間加算(新規)→ 30分未満 254単位/回 、 30分以上 402単位/回
く算定要件>
同時に複数の看護師等により訪問看饉を行うことについて、利用者やその事族等の甲意を得ている場合であつて、

次のいずれかに腋当する場合

① 利用者の身体的理由により1人の看護師年による訪間看餞が困難と認められる場合

② 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認めら肪 場合

③ その他利用者の状況から判断して、①又は②に準するとtBめ ら妨 場合



訪間看護ステーションからの

重症児への訪間看護について

・ 平均年齢:3.2歳

・・ 病因 :

「脳性まひ」22,7%

|「染色体異常」11.0%
。 重症児スコア :

『超重症児」34.4%
|「準超重症児」32.5%
・ 平均滞在時間:81.0分

訪間看護ステーションに
児・者への訪間看護の

重症児訪間看護滞在時間

(参考 :保険種別の1回 当たり訪問時間との比較)

||

400

3● 0

2● 0

1● 0

●0

1時隣膚
:瞥馴轟紫嘉:認刊躁路芦

重症児・者への訪間看饉の実施状況

J重症児

訪間看餞

(n8144)※

■医療保険

in=“ 8)※※

■介饉保「.t

in8410)※※
2時間以上

薇螢 nは訪間回数であ
り、実人数ではない

1星、馨搭等鴇   暇:遺こ:   春讐R.
出典:※ 菫症心身障害児の地域生活支援のあり方に関する田童研究事業報告、日本訪間書饉振興財団、平成21年3月

※※訪問看饉事業の報団体系のあり方に関する検討 報告書、全国訪間看饉事業協会、平成20年3月

おける重症
実施状況

重症児への訪間看離の依頼がない
ため

重症児への訪問看護の経験がある
職員がいないため

重症児への訪間看護の担当できる
職員がいないため

スタッフが不足しているため

スタッフが抵抗感を持つているため

その他

無回答

|○ 重症児の訪間看護については、訪間看護ステ‐ションの事情により利用
1者のニーズに対応できない可能性がある。

出典:相談支援の機能強化を図るための口査研究事業―医療処置を必要としながら障害児・者のための一 報告書、全国訪間
看讀事業協会、平成21年3月

84.5

3.9

1.2

重症児訪間看護における家族支援

重症児訪間看饉における

11駄痣棚8鳥朧臨舞認開
|

0%   2096   40%   6096   8096   100%

●児に対する直接的なケア

●〈直接的なケアをともなわない)児とのコミュニケーシヨン

・ 家族支援

■その他(状態観察、後始末、記録など)

隧重摯契菫菫雷T普識講奉纂曇:|お雄案響よ1豪ず,す|||
出典:量症心身障害児の地城生活支援のあり方に関する田査研究事業報告書 平成21年3月 、日本訪間看臓振興財団

家族支援の具体的な実施内容
(主なもの)(n=131)

指導(育児や処置の方法な



医療経済実態調査における個人医療機関の収益について

I)示された平均収入は地域の医師たちの実感よりもかなり高い。

此の傾向は以前よりある。

II)考 えられる原因として、結果的に高点数医療機関が多く回答しているのでは

ないか。

「ヽ背景J:個人医療機EEにおいて|ま、医業収入が増カロするに伴い煩雑化する経理

処理を税理士や会計士に委

“

する。このような委

“

処理がされていれば

実態調査に対し回答は容易。一方、医業収益の高くない医療機関はこの

ような委託処理をしておらず、回答は大きな負担になる。

 `  医療機関の法人化のメリットは診療報酬高点数の医療機関で大きく、

法人医療機関も大半はこのような経理処理委託が行なわれている。

III)こ れらのパイアスの有無については以下の通り検証の方法はある.

1)対象医療機関選定におけるパイアスの有無                        .
対象医療機関の価査月のレセプト枚数を示す。:医療機関の総請求点数は概ねンセプ

ト枚数に比例するので偏りの有無を検証できる。

2)回答医療機関の特殊例の除外

開業医の中には、助務医時代の高度医療技術を持ち開業後もそれを行なっている場

合がある。この場合は―件あたり点数は高くなりそれによつて総点数が高くなるこ

とがある。全体平均を押し上げるので、一般的ではないケースとして統計的処理に

より除外する必要がある。

これは、回答医療機関の総点数をレセプト数で除し、レセプトー枚あたりの点数を

算出し、集団的個別指導に用いられている各診療科ごとのレセプトー枚あたり点数

と比較すれば可能になる。

3)回答医療機関の総鯖求点数とメディアス等の医療機関の平均点数との比岐

(今回、年間データの収集があるので比1史 可能)
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1 医療経済実態調査の問題点

1.1調査手法について

今回の医療経済実態調査は、大きくわけて 3つの方法で収集・集計されてい

る (表 1・ 1)。

① 6月 単月非定点調査

従来の手法で、6月 1カ明 分だけを調査したものである。当該月に発生しない

費用については、直近事業年 (度)の値の 12分の 1を 記入するので、損益状況

を正確に表すものではない。また定点調査でもない。

集計は、「集計 1」 と「集計 2」 に分かれている。病院は「集計 1」 「集計 2」

の両方があるが、診療所は「集計 2」 だけである。したがうて、病院と診療所の

比較を行う際には、「集計 2」 を使用しなければならない。

「集計 1」 医業・介護収益に占める介護収益の害1合が 2%未満の医療機関等の

集訓・。すなわち介護撃益がほとんどない医療機関。

「集計 2J調査に回答した全ての医療機関等の集計 (有効回答施設の集計)

② 6月 単月定点調査 (定点観測的手法を用いた調査の試行結果)

上記①の調査から、前回 。今回の両方に回答のあつた施設を抽出し、定点比

較を行つたものである。ただし、対象施設数が少ないという問題がある

③ 直近事業年 (度)の調査 (年間データ)

年間の状況を把握したものであり、含回調査から追加された。ただし、前回デ

ータがないので、経年比較は行えない。



このように、医療経済実態調査は、非定点が基本であり経年比較に適さなかつ

た。また、6月 単月の状況のみを把握しているため、信頼性にかける面もあつた。

そこで、日本医師会は、2008年 の中医協において、決算データによつて医療経

営状態を把握することを提案した1。 その結果、決算データや定点観測の必要性

について、おおむね了承を得られ、決算データ (直近事業年のデータ)につい

ても調査することになつた。

しかし、今回は直近 1年間の調査であり、依然として経年比較を行えない。

そこであらためて、診療報酬改定前年と改定年の 2年分の決算データを調査す

ることを提案する。

表1-1医療経済実態調査の有効回答施設数

2009年 11月 現在発表されているデータで、もつとも網羅的なものは、従来

の6月 単月非定点調査 (①)であり、当面の分析にはこれを使わざるを得ない。

医業収益の伸び率は、6月 単月非定点調査 (①)では一般病院+14.5%、 精神

科病院+10,7%で ある (表 1・ 2)。 これに対し、定点調査のほうが経年比較上の

信頼性は高いと考えられるが、医業収益の伸び率は、一般病院+7.0%、 精神科

病院+3.9%で ある。

このように、6月 革月非定点調査 (① )では、実際よりも医業収益が大きく、

その結果、損益差額なども実態と乖離している可能性がある。      ‐

表1-2医業収益の伸び率(2007年 と2009年 の比較)

一医療経済実態調査―

方法
一般病院 精神科病院 一般診療所

2007年 6月 2009年6月 2007年 6月 2000年 6月 2007年 6月 2009年6月

① 6月 単月非定点
集計1

集計2 !,041

② 6月 単月定点
集I11 1 1

集計2

③ 直近事業年(度 )

集計1

集計2

方法 一般病院 精神科病院

D6月単月非定点(集計1/介餞収益ほとんどなし)

14.5%

(2009年 6月 n=549)
(2007年 6月 n=503)

10,7%

(2∞9年 6月 n=125)

(2007年 6月 n=lo4)

Э 6月 単月定点(集計1/介議収益ほとんどなし)
70%

(n=88)
卸
嗣

12008年 10月 22日 , 中医協総会提出資料。



また、一般診療所全体の医業収益の伸び率は+8:1%であるが、「一般診療所 (そ

の他)」 の中に医業収益が 2,891.0%伸 びた施設がある (表 1・ 3)。

当施設はたまたま再掲されていたが、ほかにもデータ全体に影響を与える極端

な外れ値を示した施設がある可能性は否定できない。なお、医療経済実態調査

では、個々のデータや分布は公表されていない。

表1-3-般診療所の医業収益の伸び率―医療経済実態調査(6月 単月非定点・集l12)一

1.2経年比較を行 うことの問題

医療経済実態調査では、2年前の調査以降の1施設当たりの医業収益の伸び率

は、一般病院で+17.1%、 一般診療所 (医療法人)で +5.3%で あつた (図 1・ 2・ 1)。

これに対し、全国のデータを示す「メディアス」(厚生労働省「最近の医療費

の動向」)を もとに、6月 の 1施設当たり医療費の伸び率を2年分積み上げると、

医科病院+7.2%、 医科診療所+1.1%で あつた (図 1・ 2・ 2)。

医療経済実態調査の伸び率は、メディアスに比べてきわめて大きく、違和感が

ある。

このように、医療経済実態調査は経年比較に耐えうるものではない。したがつ

て、以下は単年度のカテゴリ別の比較に着日して分析を行つた。

全体
個人 医療法人 その他

|(再

掲)0「
弩濡ギ誓戻

=業
収益の伸び率 2,891.0'

1施設数(今回調査分) 1



2 カテゴリ別の損益状況

一般病院の開設主体別

ここでは、より信頼性の高いと考えられる年間データで示した。

【すべての医療機関 (集計2)】

損益差額比率は、一般病院では、医療法人+2.6%〈 国立▲o.2%、 公立▲14.7%、

公的▲1.7%、 社会保険関係法人▲2.9%で あった (図 2‐ 1)。

【介護収益 2%未満の医療機関 (集計 1)】

医療法人の損益差額比率は、「集計 2」 では+2.6%で あるが、「集計 1」 では+
1.4%である (図 2・ 2)。 公的病院でも、「集計 2」 のほう赤字幅が小さい。医療法

人や公的病院では、介護サービスによつて損失を補つていることがうかがえる。

(%)

口1‐2‐2メディアス 1施設当たり医療費の伸び率
〈全国データ・休日数等補正機)

口2∞8年0月 日2∞0年 6月 ■2年分

8.0

0,0

' 4.0

2.0

0.0

-2.0

目科病院

●出所:厚生労働省『最近の目饉■の動向 l●コ」

医科静療所



〈%)

120.0

10●0

00,0

00.0

40.0

20,0

0.0

-20.0

図2-1-般病院/開投主体別 1施設当たり費用構成
―医療経済実触調査(年間調査″集計2)―

立
２３

国

Ｆ叫ｍ
公立

(F135)
働
耐

社会保険
関係法人
(n=17)

※注)図 2・ 1は 1施設当たり、図 2‐2は 100床当たりの費用構成であるが、構成堵を計算
しているので結果は同じである。

一般病院の病院機能別

「特定機能病院」は、他と比べて、医薬品費・材料費、設備関連費の比率が高

かつた (図 2・ 3)。 なお特定機能病院は補助金があるので、総損益差額ベースで

は 1.4%の黒字である。

「こども病院 (小児総合医療施設)」 は、もつとも赤字幅が大きく、損益差額

比率は▲10.1%で あつた。相対的に給与費率が高く、またその他の費用も高か

つた。

「回復期リハビリテーション病棟入院基本料算定病院」では、給与費率は高い.

が、医薬品費・材料費率が低く、損益差額比率は▲2.6%で あつた。

〈%)

120,0

100.0

80,0

00,0

40,0

20.0

0.0

-20,0

回2-3-般病院/機能別 1施設当たり費用構成
―医療経済実態田壺(0月単月。彙計1)…

特定機能 DPC  こども 地域目瞭 回復期 小児 三急性期
〈n●70)(n307)(n813)("41)〈 n●78)〈 n● 76)(n8107)

特定機能:特定機能病院/DPC:DIC対 象病院/こども:こども病院(1ヽ児総合医療施設)

地域医療:地域医療支援病院/回復期:回復期リハビリテーション病棟入院料
=定

病院

小児:Jヽ児入院医療管理料1・ 2・ 3算定病院/二急性期:重急性期入院医療管理料算定病院

(%)

120,0

100.0

80.0

00.0

40.0

20.0

00

-20.0

.図2-2-般病院/開設主体別 1∞床当たり費用構成
…医療経済実態調査(年間調査・集計1)―

立
２３

日

膠銀̈
公立

(Fl14)
獅
融

社会保険
関係法人
(F17)
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一般病院の一般病棟入院基本料別

・ 15対 1入院基本料以外のすべてで赤字であつた (図 2・ 4)。

なお、2008年度の診療報酬改定では、10対 1入院基本料が引き上げられたが、

「10対 1」 の損益差額比率は▲7.4%で あり、もつとも赤字幅が大きかつた。

一般診療所の入院診療収益の有無別

ここでは、年間データがあるので、年間データで示している。

「入院収益あり」(すべて有床診療所)は、相対的に給与費率が低く、損益差

額比率は6.8%で あつた (図 2・5).           ,
「入院収益なし」(ほ とんどが無床診療所)は、「入院収益あり」に比べて給与

費率が 4,0ポイント高く、損益差額比率は3.9%で あつた。

(96)

120Ю

100.0

00.0

00.0

40Ю

20'

0.0

-20.0

図2-4-般病棟入院薔ホ料別 1施設当たり費用構成
―医療経済実態調査〈6月単月・彙計1)―

その他

減価償却費・設備関係費

E薬品費・材料費

7対 1

(n3143)

10対 1   13対1   15対 1

(n=210)    (n=37)    (n=00)
特別入院
薔本料
(n=10)

〈%)

120.0

100・0

80.0

00,0

40.0

20,0

00
全体

(n=512)

入院収益なし
(n■440)

図2-5-般診療所/医療法人/入院診療収益の有無別
1施設当たり費用構成

―E廉経済実態調査(年間調査・集計2)―



一般診療所 (医療法人)の主たる診療科別/入院診療収益なし一般診療所 (医療法人)の主たる診療科別/入院診療収益あり

「入院収益あり」は、すべて有床診療所である。なお、診療科ごとの有効回答                「入院収益なし」はほとんどが無床診療所である。なお、診療科ごとの施設数

が少ないので、分析結果の取り扱いには注意が必要である。施設数が少ないので、分析結果の取り扱いには注意が必要である。

内科の損益差額比率は2.1%であつた (図 2・ 6)。 産婦人科は給与費率が高い反

面、医薬品費・材料費が低く、損益差額比率は10.0%で あつた。

損益差額比率がマイナスであったのは、小児科▲9.5%、 外科▲1.5%、 耳鼻咽

喉科▲1.4%で ある (図 2・ 7)。 小児科、耳鼻咽喉科は給与費率が 60%を超えて

おり、特に小児科では67.3%であつた。

給与費率がもつとも低い皮膚科では、損益差額比率は13.5%の黒字であつた。

眼科では医薬品費・材料費の比率が低く、損益差額比率は9,9%の 黒字であつた。

〈%)

120.0

100.0

80.0

60.0

40.0

20.0

00

-20.0

図2-7-般静燎所/医療法人/入院鰺療収益なし/主たる診療f4別
1施設当たり費用構成

―医療経済実饉調壼(0月単月・集計2)―

3.4     3.2

その他

却費・
係費

医薬品費・材料費

給与費

科
ω

児

↓

小
６

科
”

膚

ヨ２

皮
輛

一　　暮醐ｍ

科
２０

眼

Ｆ

・
・
・
・
・
・
・
・

ｋ

，
，
，
，
，
，

静
科
”

相

壺
外

膠

再

・
，

・
‘

，
，
，

‘
・

，
，
，
・
・

“

・‐・５　
　
一婦融

一般
診療所

中n≧ 10の鰺凛料のみ掲載

く%)

120.0

100,0

80.0

000

40.0
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00

図2-6-般静療所/医療法人/入院診瞭収益あり/主たる診燎科,1

1施設当たり費用構成      .
―饉薇経済実態鵬壼(0月 単月非定点・彙計2)―

全体
(n=69)

一般診療所

内科
(n=27)

産婦人科
(F13)

中n≧ 10の惨饉料のみ掲載

13          '



3 損益分岐点比率

財務省の「法人企業統計」から計算すると、損益分岐点比率は、大企業で 75,1%、

中小企業で 91.1%である (図 3・ 1)。 また産業月1では、ライフライン産業である

電気業が 70.8%、 ガス。熱供給 `水道業が89fl%であるが、医療・福祉は95,9%

である。医療。福祉の損益分岐点比率 95。9%は、収入があと4.1%超減少すれば

赤字に転落する水準であり、事業環境の変化 (患者数や単価の変化)にきわめ

て弱いことを示している。                     .

〈%)

lmo

80.0

00,0

400

200

0Ю

●出所:財薔構合政策研究所「財政金融繊計月颯第0,フ 尋 法人全熱縮計年颯特集 (平成10年虔)」

□3‐1損益分岐点比率

菫輸彙 lサービス棠1 目僚・

【損蓋分岐点比率】    .                      `
「売上高"費用」になる売上富を撮菫分岐点売上富という.損羞分岐点比率は.「 i固定費+(1

-壼動費率)1.÷売上高Jで
=出

すべきであるが、ここでは簡易的に「綸与費+減価償却費+経

費」くまたは販売費及び…般管理費)を固定費とし、「医薬品費・材料費・委託費」(または売上

原個)を変動費として算出している。低いほど良い指標であり、一般に80%以下で優良企業、

9096以 上:ま危険といわれている。

医療経済実態調査から損益分岐点比率を計算したところ、一般病院は10512%

であつた (図 3・2).公立病院の損益分岐点比率が高いため、依然として 100%

を超えてぃる。一般診療所 (医療法人)は 93.8%で あつた。

また日本医師会が「TKC医業経営指標」をもとに民間医療機関の損益分岐点

比率を計算したところ、2008年度は病院 94,9%、 診療所 95.0%であつた (図

3・ 3)。 診療所は医療経済実態調査でも 98.8%に 達しており、病院だけでなく診

療所の経営も危機的状態にあることが明らかである。

【TKC全国会】
TKC全国会は、会員数約 11,0∞ 名の税理士、公IB会計士のネットワークである。株式会社

TKCの開発した会計システムを利用して集積した関与先の財務データを rTKC医 業経営指標J

として集計している。
「TKC医業経営指標 (M・BASTl」 の編集に際しては、TKC会員、すなわち職業会計人の守

秘義務を完全に擁護するため、調査対象先については、本書の財務データとして収録してよいか
どうかの確33が個々のTKC会長に対して行われ、承認を得ることができなかった財務データは
収録データから削除されています。また、一切の編集作粛は、露 0会員名および痛巨院の名称
等を、あらかじめプログラムによつて無条件に出J除 した上で、その複数の平均値を算出して編集
されています。さらに、分颯集計したデータが 2,件以下の場合は、全体のデータには含めてい
ますが個別の表示は省略されています。(出典 :"Ю 医業経営指標 (M・BAST))
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国3-2損基分岐点比率
…医療経済実態調査(年間データ=彙針2)―

中出所:TKO目 鶏経営指標 平成20年 4月 期～平成21年 3月 期決算

4 1人当た り年間給与

4.1経営 リスクと綸与

今回の医療経済実態調査を受けて、「開業医の年収は勤務医の 1.7倍」である

との報道が相次いだ。報道で比較されたのは、医療法人等の一般診療所の院長

給与208.2万円と、一般病院全体の医師の給与 123.2万 円である (図 4・ 1・ 1)。

医療法人等では、院長も医師も「給与」として受け取るので比較は可能である。

しかし、院長 (病院長)には経営責任があることを考慮しなければならない。

病院においても、経営者である病院長と勤務医とでは給与水準は異なり、一般

企業においても、経営責任に応じて給与にしかるべき差がみられる (図 4・ 1・2)。
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３∞．。

彙計2

離
-般鰺療所

(医療法人その他〉
(高37)

口4-1-1医師の綸与
―医療饉済奏鮨調壺(0月 単月)一

魚I「1

医師
―般痢鵬

(全体 )

●3“0)
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4.2病院長 (院長)の給与

国立、公立等の病院長は、いわゆる「サラリーマン」であるので、医療法人の
1病院長とは単純に比較できない面もある。医療法人で比較すると、病院長 (院
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診療所)が 、医療法人の病院長とほぼ同じであつた。
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4.3職種別 1人当たり年間給与

ここでは、一般病院の 1人平均給料年額 (以下、1人当たり年間給与)につい

て示した。職種別職員数にもよるが、1人 当たり年間給与が高い場合には、給与

費率が上昇し、赤字や損益分岐点比率の悪化の要因になる。特に看護職員や事

務職員は職員数が多いので、1人 当たり年間給与の高さは、利益等の悪化に直結

しやすい。

病院長

病院長の年間給与は、医療法人では3,170万円、国公立病院では2,000万 円弱、

公的および社会保険関係法人では2,000万円強であった (図 4・ 3・ 1)。

国
医師の年間給与は、医療法人では 1,550万 円、個人病院では 1,535万 円、公立

病院では 1,496万円であつた (図 4・ 3・ 2)。 国立、公的、社会保険関係法人では

1,300万 円台であつた。
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趣

看護職員の 1人当たり年間給与は、公立病院でもっとも高く596万 円であつ

た (図 4・ 3・ 3)。 個人病院はもつとも低く486万円であつた。公立病院と個人病

院との差は約 1.4倍であつた。

事務職員

事務職員の 1人当たり年間給与は、国立病院で 687万 円、公立病院で626万

円であつた (図 4・ 3・ 4)。 また医療法人、個人病院を除くカテゴリで、事務職員

の年間給与は看護職員よりも高かつた。個人病院では事務職員の年間給与は 352

万円であり、国立病院と個人病院との差は約 2.0倍であつた。 .
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6ま とめ

医療経済実態調査は、一部の医療施設を対象にした非定点調査である。この

ため、医業収益だけ見ても、全国の実態を表わす「メディアス」の傾向とは

大きな乖離がある。医療経済実態調査で経年比較を行うべきではない。

医療経済実態調査は、これまで 6月 1か月分の損益等を調査してきた。費用

によっては直近事業年の金額の 12分の1の額を記入するものもあり、経営

の実態を正確に示すものとは言えなかつた。そこで、日本医師会は改定前後

の決算データを調査すべきであると主張してきた。その結果、今回、直近 1

年分の決算データが調査されるに至った。今後は経年比較を可能にすべく、

調査対象医療機関に改定前後 2年分の決算データを記入していただくよう

にすべきである。

日本医師会が「TKC医業経営指標」をもとに、民間病院 781:施設、民間診

療所 3,705施設を対象に計算したところ、2008年度の損益分岐点比率は病

院 94.4%、 診療所 95.0%であった。医療経済実態調査においても、損益分

岐点比率は一般病院 105.2%(医療法人は 96.6%)、 診療所 93.8%である。

病院だけではなく、診療所の経営も危機的状態にある。

国公立病院は赤字である。地域の中核医療やへき地医療を担うなど、経営困

難な状況にあることも事実であるが、一方で、国公立病院の看護職員の給与

は民間個人病院の 1.2～ 114倍、事務職員の給与は 1,3～ 2,0倍である。回公

立病院においても、民間病院と同じような経営努力は不可欠である。

医療経済実態調査が発表され、経営者である院長 (病院長)と 病院勤務医の

給与に注目が集まっている。しかし、院長には経営責任があることを考慮す

べきである。またこれまで日本医師会が主張してきたように、他の職種等と

比べて病院勤務医の給与が低いことに注目すべきである。
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